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平成19年第１回太子町議会定例会（第406回町議会）会議録（第４日） 

平成19年３月８日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程          

１ 代表質問 

２ 議案第22号 平成19年度兵庫県太子町一般会計予算 

３ 議案第23号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

４ 議案第24号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

５ 議案第25号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計予算 

６ 議案第26号 平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算  

７ 議案第27号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

８ 議案第28号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計予算 

９ 議案第29号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

        （総 括 質 疑） 

                本日の会議に付した事件 

１ 代表質問 

２ 議案第22号 平成19年度兵庫県太子町一般会計予算 

３ 議案第23号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

４ 議案第24号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

５ 議案第25号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計予算 

６ 議案第26号 平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算  

７ 議案第27号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

８ 議案第28号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計予算 

９ 議案第29号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

        （総 括 質 疑） 

会議に出席した議員                 

  １番   上 山 隆 弘         ２番   服 部 千 秋 

  ３番   長谷川 原 司         ４番   井 村 淳 子 

  ５番   中 井 政 喜         ７番   橋 本 恭 子 

  ８番   寺 本 明 男         ９番   横 田 六 郎 

 １０番   井 川 弘 美        １１番   花 畑 奈知子 

 １２番   佐 野 芳 彦        １３番   首 藤   亨 

 １４番   村 田 興 亞        １５番   橘   幸 孝 

 １６番   桜 井 公 晴        １７番   北 川 嘉 明 

 １８番   熊 谷 直 行 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  藤 井 仁 美 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     助     役  八 幡 儀 則 
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 収  入  役  山 本 国 男     教  育  長  圓 尾 哲 一 

 総 務 部 長  佐々木 正 人     生活福祉部長  丸 尾   満 

 経済建設部長  冨 岡 慎 一     教 育 次 長  塚 原 二 良 

 財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（熊谷直行） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成19年第１回太子町議会定例会第４日目

におそろいでご出席いただき、ありがとうご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は17名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成19年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 代表質問 

○議長（熊谷直行） 日程第１、代表質問を

行います。 

 質問される議員は一般質問席でお願いしま

す。質問、答弁は一括でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔、明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、通告により発言を許します。 

 17番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 おはようございます。 

 それでは、通告によりまして新政クラブの

北川、代表質問しますので、よろしくお願い

します。 

 平成19年度太子町一般会計予算及び各特別

会計予算並びに企業会計予算を提案するに当

たり、町行政に取り組む町長施政方針につい

て質問します。 

 昨年10月に開催されました、のじぎく兵庫

国体少年男子ラグビーフットボール競技会

は、行政と町民が一体となって、全国からの

選手、来場者に大きな夢と感動を与え、心の

こもった競技会になりました。老人クラブ応

援隊の皆さん、多くの町民サポーターの皆様

が成し遂げられましたこの地域の力を、これ

からのまちづくりに生かしていくべきだと思

います。 

 太子町は今、太子町という行政体の存立を

継続、維持し、厳しくとも自立を目指してい

くという目標のもとに、新たなまちづくりを

進めておられます。新しい視点に立ち、不断

に行財政改革に取り組み、その体制を刷新し

ていくことこそ必要でありますと述べられて

います。順次、行財政改革をどう進めていく

のか、お尋ねします。 

 財政の健全化に努めてまいりますと述べら

れています。首藤町長は平成12年８月６日に

就任されました。平成12年度決算では、地方

債残高が110億5,179万円あり、住民１人当た

り33万8,472円です。平成19年度当初予算案

では、地方債残高が93億8,200万円、住民１

人当たり27万8,000円になります。西播磨市

町の平成19年度当初予算案が報道されていま

す。他市町の予算案と比べてみますと、首藤

町長は財政の健全化によく努力をされている

と私は思います。他市町の平成19年度予算案

が報じられています。それらを見ています

と、本当によく耐えられておられるなと思い

ます。借金が少ないのはだれもが望むことで

すが、健全財政を意識しながら投資的事業も

取り入れていくべきだと思います。 

 個性を大切にした地域づくりを目指し、町

民の皆様が必要とされる多様な行政サービス

を提供し、将来に輝く太子町行政を進めてく

ださい。我々地方自治体には、住民ニーズの

高度化、多様化など社会情勢の変化に一層適

切に対応することが求められるとともに、地

方自治の自己決定、自己責任において、地方
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自治を推進する自治能力の向上、町民として

の心構えと理念を尊重し協働して、町民が主

体の住みよいまちづくりを推進するため、新

たな自治の仕組みを定める自治基本条例の制

定を考えてはいかがですか。お尋ねします。 

 続きまして、太子町総合計画に掲げていま

す町の政策課題について質問します。 

 最初は、「健康でいきいきと暮らせるまち

づくり」についてであります。 

 19年度から５カ年にわたり、ヘルスアップ

事業が開始されます。運動面、栄養面からサ

ポートできるよう、最新の知見に基づいた実

践重視の健康講座を開催するとあります。内

容等について説明を求めます。 

 子供が安全で健やかに過ごせる居場所を確

保するため、今後３カ年かけ放課後子どもプ

ランを実施します。学校の余裕教室等を活用

し、安全管理員を配置の上、地域ボランティ

アの協力を得て、地域で子供を育てていこう

とするものであります。放課後子どもプラン

の内容説明を求めます。 

 また、学校の余裕教室を活用と言っておら

れますが、場所はあるのですか。子供が安全

で健やかに過ごせる居場所として、学校の近

くの空き住居を借りてするのも一つの方法と

思いますが、そのような場所を探してみる考

えはありませんか。お尋ねします。 

 次、「豊かな人間性と創造性を育むまちづ

くり」についてお尋ねします。 

 竣工から33年が経過し、各所に老朽化が見

えている学校給食センターの改築基本構想の

策定委託を実施いたしますとあります。給食

センターの計画について説明を求めます。 

 また、ＰＦＩを活用することも方法と思い

ますが、お尋ねします。 

 次に、「安全で快適に暮らせるまちづく

り」についてお尋ねします。 

 町全域の洪水ハザードマップの作成を進め

るとあります。林田川の浸水想定区域が指定

され、大津茂川についてもその作業が進んで

おりますとありますが、この洪水ハザードマ

ップはどのような内容のものを作成されるの

か、説明を求めます。 

 また、太子町のホームページにも載せるべ

きだと思いますが、いかがですか。 

 水需要は、民間及び企業ともに伸びが見込

めず、事業収益が減少傾向にあります。水道

事業経営の健全化を図るため、財務体制の改

善等種々取り組みを進めてまいりますと言わ

れました。水道事業経営の健全化にどのよう

に取り組んでいくのか、お尋ねします。 

 次に、「美しい景観に機能性を備えたまち

づくり」についてお尋ねします。 

 都市計画道路揖保線について、早期供用開

始を目指し、用地取得等改良事業を引き続き

推進しますとあります。計画どおり供用開始

ができるのか確認をします。 

 次に、「自治と連携による力強いまちづく

り」についてお尋ねします。 

 職員の改革意識が継続するポイントとして

片山鳥取県知事は、「一人ひとりの職員がミ

ッションを正しく認識すること、役所という

組織のミッション、各課のミッション、役割

を与えられた職員一人ひとりのミッションを

きちんと認識し、これから違わないようにし

てほしいということ、それを一人ひとりの職

員が身につけ実践してくれれば、トップが誰

にかわろうとも大筋は変わらない。上司の指

示に従うのがミッションだと思っている職員

が結構いたが、そうではない。役所は、住民

の皆様のために必要なサービスをできるだけ

低コスト、良質な形で提供する機関だ。常に

このミッションを見失わないようにしてもら

いたい」と述べておられます。参考までにご

紹介しておきます。 

 将来に輝く太子町行政を進める中で、町長

自身と職員が危機意識と改革意欲を共有して

取り組みを進めていかなければならないと考

えておられます。平成19年度まちづくりの集

い、出前講座の開催等、多様な住民参加機会

などの取り組みについてお尋ねします。 

 再構築を進めている基幹業務システムにつ

いて、20年１月の本稼働に向け、鋭意取り組

みを進めるとありますが、この新システムに
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ついて説明を求めます。 

 特に、財務会計システムはどのように考え

ておられるのかお尋ねします。 

 最後に、平成19年度一般会計予算の歳入

で、49.2％を占める町税41億1,463万8,000円

の徴収に取り組む姿勢についてお尋ねしま

す。 

 また、収税管理室を課に昇格してはいかが

ですか。 

 そして、現に行っている仕事のほか、負担

金の一部、雑入の一部なども徴収する業務を

一体化して、町民の不公平感を少しでも減ら

す取り組みをしてはいかがですか。お尋ねし

ます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 北川議員の質問にお答

えいたします。 

 まず、第１点目の行財政改革の取り組みに

ついてでございますが、この取り組みについ

てお答えしたいと思います。 

 平成17年度から取り組んでおります、第３

次の新行政改革大綱に基づく実施計画を進行

管理しているところでございます。19年度は

この計画の最終年度になりますので、実施計

画に掲げている全ての事項につきまして鋭意

努力してまいる所存でございます。 

 また、20年度以降の行政改革の取り組みに

あっては、現行の行革大綱及び実施計画の到

達度、また課題、問題点などこれまでの取り

組みを検証するとともに、計画期間を21年度

までとしている集中改革プランや、18年８月

に国から示されました地方公共団体における

行政改革のさらなる推進のための指針との整

合を図りながら、新たな視点に立った第４次

の新行政改革大綱及び実施計画の改定作業を

19年度に進めていきたいと、このように考え

ております。 

 次期の新行政改革大綱、そして実施計画策

定のスケジュールとしましては、９月までに

大綱案及び実施計画案を取りまとめ、年内に

パブリックコメントを終えて、太子町行財政

審議会への諮問、答申を経まして、20年３月

に改定を終えたいと、このように考えておる

ところでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、新たな自治の仕組みを定める

自治基本条例の策定というご質問でございま

すが、自立のまちづくりを進めていく上にお

きまして住民参加が不可欠であり、そのため

には住民参加条例もしくはまちづくり条例等

を定めて、住民の参加を制度的に保障するこ

とが大切であろうとのご質問は、従前からい

ただいておるところでございます。 

 現時点におきましては、早急にということ

は考えておりません。また、今後自立へのま

ちづくりの理念等をさらに整理、そして研究

の上、その制定は十分に検討すべき課題であ

ろうということでお答えいたしておるところ

でございます。 

 自立へのまちづくりを進めるためには、ま

ず行財政改革への取り組みが最重要でござい

まして、その上で住民、議会、行政、この三

者が一体となるまちづくりを進めていく連携

と協力、いわゆる参画と協働が有効に活動す

る環境を整備していくことが不可欠であろう

と、このように考えておるところでございま

す。一般的に、自治基本条例はまちづくりの

主体は住民であると、この理念のもとにその

基本的な考え方を始め、その取り組みの仕組

み等を定め、まちづくりに対しまして住民一

人ひとりが自ら考え行動することを基本とし

ております。行政の進行、行政事務の遂行に

おきましては、もちろんまちづくりへの住民

の主体的な参画権等を明確にし、またその自

主的な機会均等の参画の場を保障することが

重要であろうと、このように考えておりま

す。 

 昨今の行政進行におきましては、これらの

制度の検討を進めておりますが、しかしなが

らその制定においては、参画、協働の推進体

制、住民に信頼される行政執行体制等の確

立、また住民の皆様のまちづくりへの関心、

主体であることの認識、さらにその発言と行
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動における責任による参画姿勢等が醸成され

ていること、あるいは住民の皆さんと行政に

おける種々の情報の共有の進展等、これら条

件がある程度整った時点こそ条例等制定の適

切な時期であろうと、このように考えるとこ

ろでございます。これら条件の調整を進め、

その環境を整備していくことが町民の皆さん

の理解が得られ、その目的に添う成果を得る

ものと考えております。そうした中で、やは

り十分に我々この条例につきましては慎重に

対応していきたいと、このように思っており

ます。 

 続きまして、ヘルスアップ事業についてで

ございますが、この事業は被保険者の生活習

慣病対策を重点に置いて行い、生活習慣病の

予防対象者を中心に取り組む事業で、個々の

被保険者の自主的な健康増進や疾病予防を図

りながら、ひいては被保険者の生活の質の改

善を通して、将来的な医療費の伸びの抑制を

図るための国民健康保険の保険事業でござい

ます。 

 生活習慣病を発症する危険性の高い人を主

に参加者として、個々の日常生活における体

力や健康状態のアセスメントを行い、個別支

援プログラムを作成して運動や栄養指導によ

り生活習慣の改善を図っていく事業を行って

いきたいと、このように思っております。対

象者はちなみに40歳から74歳未満の方で、５

カ年で250人以上の参加予定者で、生活習慣

予防に関する基礎知識、また食生活及び運動

習慣に関する知識、技術を個別、集団による

手法等を組み合わせて提供して、効果の評価

等を踏まえながら継続維持できるように実践

していきたいと、このように考えておりま

す。 

 続きまして、放課後子どもプランについて

の点でございますが、放課後子どもプランと

は、放課後対策といたしまして18年度で終了

いたします、３年間の国の委託事業でありま

した子どもの居場所づくり事業、この事業を

発展させて全児童を対象に地域住民との交流

の場、そしてスポーツ、文化活動の体験の

場、予習復習などの学習の場、遊び場等、さ

まざまな活動機会の提供をする放課後子ども

教室型と、平成11年度から実施しておりま

す、留守家庭児童に対する放課後の生活の場

の提供をする学童保育園事業であります放課

後児童クラブ型を、19年度から３年間にかけ

て連携してしようという国の補助事業でござ

います。 

 放課後子ども教室型事業の実施に当たりま

しては、やはり安全、安心な学校の余裕教

室、体育館、グラウンド等の小学校の諸施設

の弾力的な活用に努めることとしますが、現

時点では余裕教室がない状態でございます。

19年度におきましては、月に三、四回、土曜

日も含めまして、小学校の特別教室や各地区

の公民館等を利用して、当町の実態に合った

方法で実施する予定をいたしております。 

 また、実施時期につきましては、まず運営

委員会を立ち上げ、企画、運営の検討を行

い、準備ができ次第ということになろうと思

います。この事業の参加希望者のみとし、費

用は無料ですが、教材費等は実費となりま

す。平成19年度は取り入れてはおりません

が、学習の場では学習アドバイザーを配置す

ることになっております。この学習アドバイ

ザーは、退職教員や大学生の方などでござい

まして、いずれも地域住民の参加、協力が必

要になってこようと、このように思います。 

 安全面につきましては、安全管理員として

各小学校に２名ずつ配置いたしまして、地域

のボランティアの方々の協力も必要といたし

ます。また、コーディネーターも１名配置

し、このボランティアの方々の調整、そして

学校や関係機関団体との連絡調整、今後の活

動プログラムの企画、策定等を行っていこう

と、このように考えております。 

 次に、給食センターの計画についてでござ

いますが、この計画についてはＰＦＩの活用

ともおっしゃっていらっしゃいますが、現在

3,750食の給食を実施いたしておりますが、

今後の児童・生徒数の動向によって施設規模

なども変わってこようと、このように思いま
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す。また、改築中においても給食は提供して

いかなければならないということでございま

すので、現状の位置で建てかえができるかど

うか、もしできないとすればどういう方法で

やればいいのか。当然のことながら、ご提案

のＰＦＩの民間活力導入ということで、この

活用も視野に入れて検討するために、平成

19年度予算で改築基本構想の策定を計上して

おるところでございます。その中で、十分検

討してまいりたいと、またご相談もかけてい

きたいと、このように考えております。よろ

しくお願いいたします。 

 次に、洪水ハザードマップの作成について

でございますが、この件につきましては、浸

水想定区域等の指定対象は洪水予報河川のみ

でございましたが、平成16年の水害の教訓を

踏まえ、平成17年５月に水防法が改正され、

浸水想定区域の指定対象が洪水予報河川に加

えて水位情報周知河川にも拡大されたという

ところでございまして、この浸水想定区域の

指定に伴いまして、地域防災計画において、

洪水予報等の伝達方法や避難場所等、避難の

確保を図るために必要な事項を規定する必要

があるほか、これらの事項を住民に周知させ

るためのハザードマップの配布が義務づけら

れたところでございます。 

 このハザードマップの作成につきまして

は、国土交通省が要領を定めており、太子町

全域の指定河川として林田川、そして大津茂

川の浸水想定区域、避難場所、避難時危険箇

所として土砂災害危険箇所、急傾斜地崩壊危

険箇所等の記載とともに、災害に対する注意

事項、避難に関する情報等を掲載していこう

と、このように考えております。この作成い

たしましたハザードマップは、全戸配布をさ

せていただく予定にいたしております。ま

た、町のホームページ等にも掲載していきた

いと、このように考えております。 

 次に、水道事業の健全化についてでござい

ますが、水道事業の経緯につきましては、こ

こ数年前より、給水件数の増加や企業の大口

利用等による事業収益の安定によりまして、

また一方、合理的な事業運営の取り組みから

健全な財政を維持、継続してまいったところ

でございますが、しかし近年の社会情勢の変

化による水需要の減少に伴う料金収入の減

収、そして老朽化施設の更新、安全な水質を

維持するための新たな施設整備等に係る経費

の増加により、多額の繰越欠損金が生じてお

ります。健全な財政内容とは言いがたい状況

になっております。 

 今後、水道事業において、安全、安心、持

続等を目標としました長期的な事業を展開す

るには、維持管理体制の見直し、料金体系の

見直し、料金の改定の検討に取り組み、そし

て事業経営の健全化を図らなければならない

と考えておるところでございます。この件に

つきましても、私もできるだけ辛抱していこ

うということで考えておりましたんですが、

東芝用地に建設されるＳＥＤ事業がああした

状況になりましたので、やはりそうした内容

等を含めて、すべて洗い出してやっていかな

ければならないと、このように考えておると

ころでございます。 

 続きまして、次は揖保線の事業計画につい

てでございますが、事業認可期間は平成18年

度から平成22年度ということになっており、

平成23年度一部供用開始の予定となっている

ところでございます。平成18年度から21年度

は用地測量及び文化財調査、物件補償、そし

て用地取得に向けて取り組んでいきたいと。

そして、平成22年度、道路の改良工事。全区

間の事業予定は、平成23年度、一部供用区間

が沖代線からたつの市萩原までの約2,600メ

ートルでたつの市道に接続し、ＵＣＣ東から

国道への連系となる予定でございます。萩原

から北につきましては、ＪＲ山陽本線立体区

間。この区間は、事業主体は兵庫県のこの事

業予定が平成23年度から平成25年度となって

おりまして、完了次第国道２号までの供用開

始となる見通しでございます。沖代線から以

東につきましては、これも県でございます

が、22年度事業着手で、完了年は龍野線との

整合を図る予定となっております。鋭意この
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線につきましても努力していきたいと、この

ように考えております。 

 続きまして、まちづくりの集い、出前講座

等、住民参加の機会などの取り組みについて

という件でございますが、行政サービスに対

する住民ニーズが多様化、複雑化する今日、

地方自治体は行政ニーズを的確に把握すると

ともに、住民からいただいたご意見を迅速か

つ的確に対応しながら、行政全体で課題を共

有して今後の政策形成に生かしていくことが

大切であろうと、このように思います。 

 本町では、地域の代表の方々から直接ご意

見をいただく場として、今年度まちづくりの

集いを実施いたしましたが、62名の自治会の

会長さんにご出席いただき、行政改革、財政

基盤の強化、新庁舎建築問題など、今後の太

子町にとって欠かすことのできない事柄につ

いて、数多くの貴重なご意見をいただきまし

た。19年度におきましても、この集いは引き

続き実施していき、地域が抱えている問題

点、行政に対して求めていらっしゃることを

把握するとともに、今後の町政について貴重

な意見をいただきたいと、このように思って

おります。 

 また、出前講座につきましては、平成17年

度から行っております。今年度の開催は52回

に達し、延べ参加者数は1,500名を超えてお

り、大変好評をいただいておるところでござ

います。この講座は、町政の内容を住民の

方々に発信するとともに、参加者から町政に

対してご意見をいただくこともあり、住民ニ

ーズの把握という点では最も意味のある事業

であり、平成19年度においては講座メニュー

をきめ細やかなものに再編し、多くの住民に

興味を持っていただき、そして行政が身近に

なるような講座を目指していきたいと、この

ように考えております。 

 行政へ参加していただくためには、行政情

報が適切に町民のもとに届いていることも大

切でございます。「広報たいし」及び町ホー

ムページの内容を維持、充実させていき、町

民にとって分かりやすい情報提供も行ってい

きたいと、このように考えております。 

 次に、基幹業務システムについての問いで

ございますが、現行の基幹業務システムのハ

ード、ソフト両面でのサポートが終了するこ

とに伴いまして、平成20年１月の本稼働を目

途に新システムへの円滑な移行を進めていき

たいと考えております。今回の再構築におい

ては、現在のオフコン上で稼働する34業務シ

ステムと印鑑証明システム、住民基本台帳ネ

ットワークシステムなど、リースが満了する

個別のシステムを含め43の業務システムを構

築していきます。 

 これらのシステムは、住民サービスに直接

にかかわる基幹業務分野のシステムでござい

まして、新システムへの移行することにより

まして、法改正に対する迅速な対応や事務の

簡素、効率化が図られると、このように考え

ております。そして、新システムはパソコン

をベースとしましたオープン系システムであ

りますことから、今後各自治体での整備が予

想される総合窓口や電子申請など、電子自治

体としてのサービス機能充実に柔軟に対応で

きると、このように思います。さらに、パソ

コンシステムとなることによりまして、これ

まで困難でございましたデータの抽出や加工

等が担当者レベルで可能になってきます。職

員の情報活用能力の向上と、一層の事務事業

の効率化が図られるものと考えております。

そして、情報漏えいやコンピューターウイル

スなどの脅威に対するセキュリティー対策を

これまでと同様に確実に実施し、個人情報の

保護を念頭にシステムを構築してまいりたい

と、このように考えております。 

 財務会計システムにつきましては、行政評

価、バランスシート、複式簿記などへの対応

を念頭にシステムを構築していき、また新シ

ステムでは、電子決裁に対応する機能を有し

ておりますが、この電子決裁につきまして

は、今後の文書管理を含めた形での総合的な

決裁基盤の検討が必要となることから、継続

した検討を行い、将来的にペーパーレス化を

図っていきたいと、このように考えておりま
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す。 

 次に、徴収に取り組む姿勢についてでござ

いますが、今年度から所得税から住民税に３

兆円規模の税源移譲が行われ、各市町村では

滞納額の増加が懸念されているところでござ

いまして、本町におきましては約３億

5,000万円の増額が見込まれております。税

源移譲の影響を納税者に事前にお知らせする

ため、昨年12月にリーフレットを各戸配布

し、また出前講座や公民館の講座を活用し、

計15回実施いたしております、期限内納付の

啓蒙を実施したところでございます。厳しい

財政状況の中、徴収につきましては、臨戸徴

収や電話催告を強化するとともに、滞納繰越

金につきましては、滞納者の実態を的確に把

握し、収納率の向上に努めたいと、このよう

に思っております。我々やはりそうした地道

な対応がこうした滞納を防ぐことができる

と、このように思っております。 

 そして、また収税管理室を課に昇格しては

とのご意見をいただいておりますが、平成

17年度４月に徴収率の一層の向上を図るため

に、収税部門の専門組織として収税管理室を

設置し、現在職員４名、嘱託徴収員４名の計

８名体制で税の滞納額を減らすべく業務を進

めておるところでございます。平成19年度に

おきましても、基幹業務システムの再構築に

あわせて滞納管理システムの導入を行い、よ

り的確、そして効率的に業務を推進していき

たいと、このように思っております。 

 議員質問の趣旨は、税金のほかに保育料、

各種貸付金の回収など、町の債権の収納を専

門的に取り扱う徴収課ができないかとのこと

であろうと思いますが、現に保育料等の滞納

分のみを税とともに取り扱う徴収課が置かれ

ている団体もございますが、個々の債権にお

いては、その制度が生まれた背景、また根拠

となる法令などによりまして、強制執行力の

有無など、その徴収に係る対応はさまざまで

ございます。現状の債権に専門的な知識を持

つ担当課が徴収するシステムがいいのか、ま

た徴収のみを専門とするシステムがいいの

か、そして住民への対応、人員の問題、職員

能力等も含めまして検討をしてまいりたい

と、このように思いますが、県下、近隣市町

の状況、住民への説明等を踏まえれば、現在

の担当課方式がよいのではないだろうかなと

いうふうに考えております。そうしたの中

で、やはり少しでも滞納額が減るように努力

を重ねてまいりたいと、このように思いま

す。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（熊谷直行） 北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 質問をしましたことは、お

おむね町長の方から回答があったわけでなん

ですが、実は１つだけ、頭の中で整理をして

置かなければならないことは、教育委員会が

所管するんだと思いますが、要は放課後子ど

もプランのことなんですが、先ほどの説明で

無料で学校で開催すると、また学習面も含め

て将来的にはやりたいので、退職教員とか大

学生のアルバイトとかということを言われた

んですが。 

 私自身頭の中で整理しなければならない一

つは、実は保育所がありますね。保育所とい

うのは、ご存じのように就学前まで預けられ

てるご家庭の方がございますね。その場合保

育所は、まずもって、休みが日曜日と当然国

民の祝日に関する法律に規定されている日、

それから12月29日から翌年の１月３日まで

で、保育時間というんですか、実施時間まで

あえて言いますと、午前８時から午後４時ま

で。町長が必要と認めたときには、午前７時

半から午後６時まで保育の内容になっていま

す。 

 次に、幼稚園へいきますと、幼稚園預かり

保育というのがありますね。これについて

は、保育が終了後から午後６時までの時間帯

と、長期休業中ということは夏休みとかの休

みじゃないかなと思うんですが、そのときは

午前８時から午後６時までというのと、まず

もって、１週間のうち月曜日から金曜日まで

ということですね。土曜日は休みになってい

ますね。もう一つ、その休園日というんか休

みの日には、今言いましたように土曜日、日
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曜日、それから国民の祝日に関する法律の

日、それからお盆の８月14日から16日、12月

29日から翌年の１月４日、後は警報が出たと

きとかがありますけど、これはどけときまし

ょう。 

 もう一つ、小学校には学童保育園事業とい

うのがございますね。これが４月１日から翌

年３月31日の日で、授業のある日にあっては

授業終了時から午後７時までと、ない日にあ

っては午前８時から７時までと、休園日は日

曜日と土曜日となってますね。それから、学

校の創立記念日、後は保育園の預かり保育と

休みが似ていますけれども。 

 こういった今現在に３つある事業と、今回

放課後子どもプランとは、一つずつ説明を受

ければ分かるのですが、町民にしてみたら何

かごっちゃまぜのような感じにならないかな

という心配するんですね。片方はお金が要る

と、片方はお金は要らないと。強いては予

習、復習までも見てくれるような先生らが場

合によってはついてくると。何か制度とし

て、ちょっと私聞いてても納得がいくという

か、分からないような制度じゃないかなと思

うんですね。実施までには相当時間があるよ

うですので、本当よく検討していただきたい

のと、多分答弁になかったと思うんですが、

学校から半径例えば200メーター、300メータ

ーのところにある、民間の空きというて要す

るに住居、空き家、それを利用して、先ほど

言われました地域住民の参加とか安心、安全

をお願いするんであれば、そういうものを活

用する方が学校の中に、ただですら教室がな

い言われて、太田の例を出したら悪いです

が、外に学童保育の教室を建ててるようなわ

けでありまして、そういう知恵を出して地域

で子供を育てていくということを、将来に輝

く夢がある太子町をやっていく思ったら、そ

ういうことまでぐらい考えてはいかがかな

と、ふと答弁と聞きながら思ったんですが、

教育委員会か町長かどちらか分かりませんけ

ど、この点について１点答弁を願いたいと思

います。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） お答えいたします。 

 今議員がおっしゃったように、４本ぐらい

柱があります。保育所の面と、それから学童

保育と幼稚園の預かり保育と、それから今度

設定されます放課後子どもプランと。ご存じ

のように、保育所の面におきましては、これ

は厚生労働省の管理で別で、残りの３つにお

きましては文部科学省の管轄下になります。

そして、今までやっていました子どもの居場

所づくりと学童保育が一緒になったのが放課

後子どもプランなんです。こういう方向なん

です。それからもう一つ、幼稚園の預かり保

育におきましては、それはそれとはまた別個

であります。今議員がおっしゃいました、学

童保育と放課後子どもプランは、これは小学

校対象です。それから、預かり保育は幼稚園

対象です。保育所のはまた別個と、これから

は今後は３本立てになります。その中で、学

童保育は有料でございます。それから、幼稚

園の預かり保育も有料でございます。それか

ら、今度できます放課後子どもプランは、こ

れは無料でございます。こういうふうに専門

に扱っている我々の方では整理できるんです

けど、教育委員会の方としまして、一遍それ

を整理したものを学校なり幼稚園なりに配布

して、あるいはホームページを今後開く予定

ですけど、その中で公開していって住民が理

解しやすいように、それは努力することをお

約束いたします。 

 それから、空き家については現在のところ

まだ検討しておりませんのでお答え申しかね

ますけど、それも一応検討課題にしておきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 また、もう少し詳しいこと

は一般会計予算の中でお尋ねしたいと思いま

す。 

 以上で私の代表質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（熊谷直行） 以上で17番北川嘉明議
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員の代表質問は終わりました。 

 これで代表質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第２２号 平成１９年度 

       兵庫県太子町一般会計予算 

  日程第３ 議案第２３号 平成１９年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計予算 

  日程第４ 議案第２４号 平成１９年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計予算 

  日程第５ 議案第２５号 平成１９年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計予算 

  日程第６ 議案第２６号 平成１９年度 

       兵庫県太子町墓園事業特別会 

       計予算 

  日程第７ 議案第２７号 平成１９年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計予算 

  日程第８ 議案第２８号 平成１９年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計予算 

  日程第９ 議案第２９号 平成１９年度 

       兵庫県太子町水道事業会計予 

       算 

○議長（熊谷直行） 日程第２、議案第22号

平成19年度兵庫県太子町一般会計予算から日

程第９、議案第29号平成19年度兵庫県太子町

水道事業会計予算までを一括議題とします。 

 上程中の議案第22号から議案第29号までつ

いては、３月１日の本会議で既に提案理由の

説明が終わっていますので、これから質疑を

行います。 

 まず、総括質疑を行います。 

 質疑を通告されました議員に申し上げま

す。質疑は一般質問席でお願いします。 

 質疑、答弁は一括で行い、簡潔、明快にお

願いします。 

 また、今期定例会では時間制により総括質

疑を行うことになっておりますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 １番上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 通告により質問をさせてい

ただきます。 

 町長の施政方針よりということで、まず第

一に、地域の力という言葉を使われておられ

ましたが、町長の考え方についてお聞きした

いと思います。 

 地域の力ということで考えられるのは、イ

コール地域をつくる、イコール人を育てると

いうようなことが考えていけるわけですが、

町長はどのように考えているのか。その力を

育てるために具体的にどう取り組み、手法に

ついては内外ともに、内外というのは行政内

部であったり、そして住民側に対してという

意味で私は書いておりますが、どう働きかけ

るのか。行政側の住民側との向き合い方につ

いての考え方をお尋ねします。 

 住民の要望を行政として吸収するために図

書館、図書館のあり方というのは、いろいろ

な可能性を持っておると私は考えております

が、そういった意味で図書館のレファレンス

機能の向上、情報の公開から提供という考え

方について。これは、図書館という部分だけ

でなく、情報というのは公開から提供という

ことは過去からも申し上げておりますが、そ

ういったことに対する考え方について、どの

ように思っておられるのか。 

 また、特産品のあり方について、また文化

を守る視点からの斑鳩寺に対してのかかわり

方についてをお尋ねします。 

 そして、小さな２として上げております、

職員の意識改革、創造的能力の開発について

ということですが、三者合同で研修を行いな

がら、当然今後人事に対することもかかわり

ながら取り組んでいかれることと私は思って

おりますが、自治体はだれによってコントロ

ールされているのか。先ほど北川議員の質問

の中に片山知事の言葉もございましたが、職

員としてのミッションのとらえ方について

と、幹部職員の考え方と町長の考え方につい

てどのように考えておられるのか、お尋ねし
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ます。 

 トップや上司がかわっても、役場というミ

ッションの理解、与えられた役割が町民のた

めに必要なサービス、良質な形での提供機関

として、このミッションために取り組む町長

の工夫、この部分についても説明を求めま

す。 

 また、人事評価、勤務評定となるのかもし

れませんが、その当局の考え方の説明を求め

ます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） まず、第１点目の地域

の力という点での私の考え方ということのご

質問をちょうだいいたしております。施政方

針でも申し述べましたが、太子町での国体の

成功は、町民サポーターの力と行政が一体と

なったことによるものであろうと、このよう

に思います。この成功例からも我々行政にと

っては、住民はサービスを提供する相手方、

顧客であるとともに、ともにまちづくりを進

めるためのパートナーというふうに考えると

ころでございます。パートナーといたしまし

ては、町民の皆さんが町政に参画していただ

くためには、まず行政情報が適切に町民に提

供されなければならないと、このように思い

ますが、そうした中、「広報たいし」また町

ホームページの充実を図り、町民の皆さんに

とって分かりやすい情報提供を行っていきた

いと、このように考えます。また、先ほど北

川議員の質問の中でもお答えいたしました

が、出前講座等々の中でもそうした意識の開

発、改革も鋭意努力をしていきたいと、この

ように思うところでございます。 

 また、さらに多様化、複雑化する行政ニー

ズを把握し、地域の生の声をお聞きして町政

に反映させていくために、そうしたまちづく

りの集いも本年度も新年度も実施していき、

皆さんが考えていらっしゃっておること、ま

た地域が抱えている問題点、行政に対するニ

ーズを把握していきたいと。そして、その中

でやはり皆さん方、町政について貴重なご意

見等とも出てきております。そうした面、皆

さんのお声にいかに対応していくかというの

が我々の務めであろうと、このように考えて

おります。 

 また一方では、多くの町民の皆さんがボラ

ンティアとしてさまざまな活動をされており

ます。そして、今後定年退職を迎えられる団

塊の世代の皆さんの中にも、そうしたボラン

ティア活動に多大な関心をお持ちの方が多数

おられると、このように思いますが、町とし

ましては、生涯学習リーダーバンクを活用い

たしまして、子育て、教育の現場でもご活躍

いただけるよう、ボランティアの組織化に努

めてまいりたいなと、このように思います。

先ほどの放課後学習プラン、そうした中でも

こうした皆さん方がご活躍していただけるも

のと、このように思っております。そして、

19年度事業といたしましては、旧太田東幼稚

園の一部を改造いたしまして、生涯学習ボラ

ンティアセンターとして整備いたしまして、

ボランティアの活動拠点として活用していた

だくように、今考えているところでございま

す。やはり、地域の力というのを大切にして

いかなければいけないと、このように思いま

すし、また活動の場もどんどん広めていき、

提供していかなければならないと、まさにこ

れは協働であろう、参画と協働であろうと、

このようにとらえております。十分にそうし

た面考えていきたいと、このように思いま

す。 

 そして、図書館についてでございますが、

今年開館25周年を迎えるところでございます

が、年々増加する中高年層へのサービス拡充

を図るとともに、児童サービスの拡充を図っ

ていきたいと。そして、蔵書の充実、ブック

トークによる本への興味の喚起、おはなし会

などの各種事業を行うとともに、児童・生徒

からの質問、生涯学習に取り組む方々からの

お尋ね等に迅速かつ的確に対応するため、参

考図書を充実させるとともに、職員の資質向

上にも努めていき、レファレンス機能を強化

していきたいと、このように考えます。 

 やはり、町民の価値観が多様化、複雑化す
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る今日におきましては、町民と連携したまち

づくりが欠かせませんので、町民が持たれて

おります熱い力も町政に反映させていただく

ため、今後も可能な方策を検討して実行して

いきたいと、このように思います。 

 続きまして、教育関係でございますが、通

学路での安全確保のために、自治会を中心と

いたしました地域防犯グループや老人会やＰ

ＴＡ、それぞれの組織によります安全パトロ

ールの実施、特別支援学級や注意欠陥多動性

障害児等の学校生活の中で見守りをしていた

だく学校支援ボランティアの活動や、いきい

き学校応援団事業での指導ボランティアな

ど、多くの地域の方の支えをいただいておる

ところでございますが、今後ともこの力、さ

らに充実し、継続的なものになるように、

我々も働きかけていかなければならないと、

このように考えております。 

 地域の力というのは、やはり町の発展、ま

た町の行政の支えにもなっていただけるもの

と私は確信いたしております。 

 そして、次に特産品のあり方でございます

が、地域の歴史また風土に密接に結びついた

食材や生産また加工方法を取り入れて、その

風味は個性や特徴があるもので、生産者にと

りましては、それらにこだわりを持ってお奨

めできるものでなければならないと、このよ

うに考えるところでございまして、本町は今

のところ、代表するものはやはり太子味噌。

これは、長年にわたり地元の食材を使用し、

独自の完全無添加の手づくりによる加工方法

で、その味は消費者からも高い信頼を得てお

るところでございます。18年度におきまして

は、兵庫食品認証制度の認証食品ともなった

ところでございます。そして、今商工会の方

でも、この太子味噌を使用した新たな商品と

しまして、共同開発しておりますみそあめ、

みそ煮込みうどん、みそコロッケ、またみそ

まんじゅうなどは既に商品化され、地元商店

にて販売されており、好評をいただいており

ます。 

 本町では、今後もこの太子味噌を特産品と

して奨励し、地産地消の一環としまして、地

域の多くの方々に味わっていただけるように

支援していくつもりでございます。 

 しかしながら、本当に太子町の特産品と位

置付けるには、なかなか寂しいものがあるん

ではないかなと思いますが、先ほど言いまし

たみそコロッケ、そしてみそまんじゅうです

ね、そうしたものも冷凍で長期保存というよ

うな考えができないだろうかというようなこ

とも、今商工会さんの方にお願いいたしてお

るところでございます。聞きますれば、ある

地域でコロッケですね、コロッケが予約して

半年間待たないと提供できないというよう

な、すばらしいというか、特産になってると

いうようなことも、テレビ等で報道されてお

ります。でき得れば、そういう目玉になれば

なという思いがあるところでございますが、

先ほどの太子会式でも、青年部が販売してい

ただき好評を得たということを聞いておりま

す。まずそこらあたりから出発し、反面また

本当の特産というものは、もっともっと住民

の皆さん等々のお力も得まして開発しなけれ

ばならない問題であろうと、このように思っ

ておりますので、どうかその点もよろしくお

願いいたします。 

 続きまして、文化を守る視点から、斑鳩寺

に対してのかかわりという件でございます

が、この件につきましては以前から申し上げ

ておりますが、議員も既にご承知のとおり、

政教分離ということが言われ、いろいろな問

題もある中での対応というところでございま

すが、太子町の歴史や文化を考えていく上

で、重要なポイントとなりますのは、法隆寺

領鵤荘と山陽道でございます。斑鳩寺はその

法隆寺領鵤荘の中心として建てられた寺院で

ございまして、大きな位置を占めているとこ

ろでございます。 

 現在、国、県、町の指定する文化財は計

36件ございますが、そのうち斑鳩寺に所蔵す

るものが計28件に及んでおるところでござい

ます。 

 そこで、町の歴史や文化財の中心、シンボ
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ルとして、斑鳩寺の文化財の保護、周辺地域

を含めた景観の保護などを考えていかなけれ

ばならないと思っておりますが、従来、以前

に取り組みました景観保存条例等々を適用し

て、まちづくり事業として、鵤地域を何とか

保存していきたいなということで、地元の自

治会の皆さんも交えて進めていった、県の補

助を受けてやっていったところでございます

が、なかなかこれもすべての皆さん方の支援

が得られないというところで、行き詰まって

しまってるというのが現状でございます。 

 また反面、やはりよほどの結束がない限り

実現は難しいんではないかと。どんどんと新

家屋も建築されてきておりますので、これは

大変なことであるなというふうには認識いた

しております。 

 そうした点、状況を見守りながら、また地

域の皆さんとも話し合いをしていかなければ

ならないと、このように考えております。 

 そうした中で、先の指定文化財のうち脆弱

な絵画資料、古文書資料、計11件につきまし

ては、現在歴史資料館が寄託を受けて、24時

間温湿度管理をしている収蔵庫で収蔵をし、

また公開もさせていただいております。法隆

寺領鵤荘を国の史跡にする方向で、斑鳩寺境

内の建造物を順次、町、県の文化財に指定し

ていっておるところでございます。これも積

み上げが必要でございますので、飛び越して

上の指定を受けるということはできませんの

で、そうした点もあわせて努力をしてまいっ

ていきたいと。太子町にとりましては、貴重

なこの斑鳩寺でございますので、そうした面

でのご支援をさせていただきたいと、このよ

うに考えます。 

 次に、自治体はだれによってコントロール

されるものなのか、また職員としてのミッシ

ョンのとらえ方、幹部職員と私との考え方に

ついてでございますが、この自治体のコント

ロールは誰がというご質問でございますが、

もちろんこれは私は住民である、このように

思っております。直接的には住民から負託を

受けた首長が指揮監督する行政と、そして同

じく信託を受けられた議会とによって、コン

トロールされているところであろうと、この

ように思います。 

 そして、行政におけるミッション、それぞ

れの立場による任務、使命ということでござ

いますが、ご承知のとおり、地方公共団体は

議会の議決を得た基本構想に基づき、行政を

推進していくところでございます。それらに

基づきまして、総合計画の基本計画、実施計

画など、各種計画を定めて、個別の施策を展

開しております。したがいまして、トップや

上司がかわっても、個人的な部分、例えば住

民福祉の向上という点では何ら変わることは

なく、その手法等に違いがあるということで

ございまして、根本的には変わりはないとい

うふうに考えます。職員は、これらの計画、

地方公共団体に関する法律、施政方針などを

十分に理解し、それぞれのセクションにおき

まして、その職責に応じた使命感を持って、

その任務の遂行に当たっておるところでござ

います。 

 また、その時々の状況に応じまして、計

画、方針の見直しを行い、より適正な行政運

営を進めていくことは、最も重要な使命の一

つであろうと、このように考えております。 

 次に、人事評価の当局の考え方という件で

ございますが、地方分権時代を迎え、地方公

共団体に対する期待や住民ニーズも多様なも

のとなっております。これまで以上に実績が

問われるとともに、地方公務員について人材

育成や能力発揮がより強く求められるように

なっております。これまでの年功による人事

給与制度も、このような時代の要請に即した

ものに改革することが、今求められておりま

す。 

 そこで、能力、実績を重視しました人事評

価制度の導入によりまして、頑張れば報いら

れると、そういうことが明らかになれば、や

はり職員の意識にやる気という変化が見ら

れ、行動に表れることが期待されておるとこ

ろでございまして、これまでの評価方式に加

え、人材育成を主眼としたより具体的な、ま
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た納得性のある人事評価制度を構築し、あわ

せて人事の活性化、職員研修の充実を進めま

して、町民のサービス向上のための基礎づく

りに努めていきたいと、このように考えてお

ります。 

 この人事評価につきましては、評価する基

礎ですね、そうしたものを同じ目線でもって

評価できるように、評価する幹部等々に対し

ても、そういう評価に対しての研修も、また

打ち合わせに今努めているところでございま

す。今後そうした中で、やはり職員もやれ

ば、その効果また評価がなされるということ

で、大いなる進展がなされるものと、このよ

うに思っております。我々そうした面を今後

も十分に把握しながら、また職員の質の向上

等々にも努めていきたいと、このように思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 住民はパートナーであると

いう言葉が、私にはよく聞こえました。 

 ただ、先ほどのお答えに対して、きょう質

問させていただいたことに対して、細かなこ

とはまた予算委員会でお聞きしたいなとは思

ってるんですが、やはり地域の力というとこ

ろで、町の発展、町の支えとなる人材、ボラ

ンティアという言葉が出ておりましたが、ボ

ランティアにとって非常に今考えられるの

は、学校ボランティアでもそうだと思うんで

すが、もし子供を相手にして見てて、高齢化

が進んでいるボランティアさんが見てる現場

で何かが起こったということがあった場合

に、責任が転嫁されることのないような状態

をちゃんと責任として持っておかなくてはい

けないのではないかというようなことを考え

るわけですが、やはりボランティアというの

は無報酬で、協力をしてよくしてやろうとい

う心を持った方々が協力をしてくれるわけ

で、その方々に万が一のときに責任が行かな

いような状況というのは、よく考えないとい

けないなと。例えば、失敗があっても、よく

話をしながらそれを認めてあげるような形と

いうのは必要ではないかなというふうに考え

ております。 

 そんな中で、国体は確かに大成功だったな

というふうにとらえる視点もありますが、そ

こから考える上で、失敗点というのはなかっ

たのかなと私は考えるんですが、その辺をど

う思っておられるのか。 

 また、図書館のあり方ということで、やは

り情報の提供ということは、先ほど町長もお

っしゃっておられました、また、太田東幼稚

園を、そういった生涯学習、文部科学省の生

涯学習の欄をずうっと引っ張っていきます

と、図書館のとこにつながるページもござい

ます。やはり、図書館の活用方法として、生

涯学習の延長線上に図書館というものもある

考え方というのはあるんじゃないかなと。団

塊の世代のこれからの活躍の場をつくるため

にも、これから勉強したいなという方々、そ

して図書館がやっぱり地域に密着した情報を

たくさん収集しておるということが非常に大

切ではないかということも考えますし、今の

状況がどうなのかということを見ながら、

25周年を迎えるということで、また見直す視

点というのを持つべきではないかなというと

ころも思います。 

 特産品については、やはり今太子味噌、ま

んじゅう、あめといったようなことをお聞き

しましたが、たくさんの人はその商品として

何がつくられてるのかは知ってるとは思うん

ですが、これからもその冷凍の方法とかは、

商工会さんにお願いをしてという言葉で先ほ

ど答弁をいただいたと思うんですが、その研

究をしていく過程とかも、やはり住民さんに

見えるような形で知らせることが可能になれ

ばなというふうに思います。というのは、例

えばコロッケやおまんじゅうをつくるとき

も、商工会さんの偶然会議にちょっと呼んで

いただきまして、見ておりましたら、皆さん

ああでもない、こうでもないという意見を繰

り返しながら、広報に載っておられました方

だけではなくて、ほかの皆さんも一緒になっ

て考えている姿がそこにはございました。恐
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らく、あめにしてもほかのものにしても、い

ろいろな検討の場面というのはあると思うん

ですが、お願いをするのだけではなくて協力

をしながら、その姿も前に出していければな

ということを考えるところでございます。 

 そして、斑鳩寺との関係ということです

が、やはりこれは政教分離ということをおっ

しゃる意味はよくよく分かります。ただ、太

子町というのは、太子ということで、いろん

な文化もこうして保護をしてるということも

先ほど説明ありましたが、やはりそこの住職

さんとよく話しする場を持って、例えば斑鳩

寺は斑鳩寺なりにいろんなイベントをされて

おられるようです。その姿もよく見ますし、

独自で新聞のような、折り込みのようなもの

を出されて配布もされたりしておられるよう

です。そして、太子山の上には、何か珍しい

ミカンの木のようなものも植えたということ

を聞いております。そういったことも、広報

的に確かに町報に載っておる部分での把握と

いうことは可能ですけども、もう少しそうい

う情報の提供という意味での、ほかの方々に

知らせるという働きかけをしてもいいんでは

ないかというふうに考えるところもございま

す。 

 それから、人事のことに関しましては、当

然先ほどの答弁でちょっと僕気になったんで

すが、年功だけでなくて改革を求められると

いうことから、評価制度の導入によりまして

と発言されたということは、これは評価制度

を導入されるというふうに僕とらえていいの

かな、どうなのかなということをちょっと疑

問に思ったんですが、その辺をもう一度お答

えいただきたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） まず、ボランティアの

関係で、ボランティアさんの責任問題という

ことのご質問をちょうだいいたしております

が、やはり私はあくまでもボランティアさん

というところで、大きなそうした責めという

のは、私はまた請け負ってもらうことはない

というふうに考えております。責めというの

は、私はボランティアさんには非常な重責に

なってしまうということでございます。 

 しかし、その反面、ボランティアとしての

基礎知識といいますか、そうしたものは十分

踏まえた上での活動をお願いしたいと、この

ように思っております。 

 最終的には、やはり行政が責任を持たなけ

ればいけない問題であろうと、このように思

います。 

 それから、国体でのボランティア活動での

反省点という件でございますが、やはり細か

なことを言いますと、連携とかそういう面で

のことはございますが、やはり私はあの国体

が一体となって盛り上がったと、その底辺で

は、陰で支えていただいたボランティア、サ

ポーターの皆さん方のお力のウエートが物す

ごくあったと、このように考えておりますの

で、そうした細かな点での反省点というの

は、行政としては、どういいますか、総括は

いたしませんでした。それぞれのまたグルー

プによって、そうした面もご検討願えればあ

りがたいなと、このように思っております。 

 図書館についてでございますが、やはり図

書館は今おっしゃいましたように、生涯学習

の場の最重要なウエートを担っておるという

のは、もうこれは明らかでございます。生涯

学習であり、また若い世代、もう老若男女を

問わず、すべての皆さんがご活用できる図書

館でなければならないと。その中で、やはり

レファレンスサービス等を充実いたしまし

て、この図書館の活用をお願いしたいなと、

このように思っております。 

 また、特産品で、その研究内容、研修内

容、開発内容ですね、そうしたものが町民の

皆さんに見えるようにという件でございます

が、私は先ほども申し上げましたように、み

そコロッケにいたしましても、ああしてお太

子さんが春会式で販売していただき、やって

いただいたということは、町民の皆さんも、

ああこういうことをやられてるんだなという

関心は持っていただけたものと、このように

思っております。 
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 また、いつも申し上げておるんですが、商

工会との会議の中でも、そうした面、今は味

噌を基点にしたそういう開発でございます

が、また違った面での、こういうことをやれ

ば太子町の特産につながるんではないかとい

うようなことがございましたら、町民の皆さ

んからの提供もどんどんいただきたいなと思

います。でき得る限りそうした点、広報等々

を通じまして発信していきたいと、このよう

に思います。 

 斑鳩寺の件でございますが、私自身は今で

き得る限りそうした面で連携を図りながらや

らせていただいておるというふうに考えてお

ります。しかし、余り深く細部にまで入って

いくというのはいかがなものかと思います

が、やはり太子町の歴史の拠点でございます

ので、そうした面は十分に住職さんとも連携

を図りながら考えさせていただきたいと、こ

のように思います。 

 それから、この評価の件でございますが、

これは私はやらなければならない問題である

と、このように考えております。現時点で

は、試行で取り組んでおるところでございま

すが、先ほども申し上げましたように、その

評価する点で、やはりばらつきがあるのも見

えてきておりますので、そうした面十分に検

討しながら、最善の評価システムを構築して

いきたいと、このように考えます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 まず、ボランティアに関し

てですけども、ボランティアの、これは学校

ボランティアではないですけども、日本の国

の中には、過去にボランティアの方がボラン

ティアをしておって事故が起こった場合に訴

えを起こされて、その方が罪を背負ったとい

う判例がございます。学校ボランティアをし

ている人の中に、そのことを心配されておら

れる方もおられましたので、先ほどおっしゃ

られました、責任はじゃあ行政がという、そ

こまで、ボランティアはボランティアだとい

うことをきっちりお伝えいただきながらの、

いい関係の構築に努力していただきたいとい

うふうに思います。 

 図書館のことに関しましては、また細かな

内容に関しては予算委員会の中でお聞きした

いところもございますが、昨年ですか、ニセ

コ町に行ったときですけども、そこの図書館

というのは、非常に交流広場のように複合的

な施設になっておりまして、たくさんの資料

がある中に子供の居場所もある。その中に勉

強するスペースもある、老人の方々が寄るス

ペースもありと、とても、太子町の図書館よ

りも小さな図書館なんですけども、非常に工

夫された、凝縮されたような図書館でござい

ました。そういった部分もまた参考に検討い

ただけたらなというふうに思います。 

 それから、行政情報も、もう少し図書館の

中から発信できればなというふうに思うとこ

ろでございます。 

 それから、斑鳩寺には連携をとっておられ

ると、私が知らないところで、そういうよう

な連携は恐らくとっておられるとは思います

が、太子町という名前が、過去にも質問をし

たことがあると思うんですけども、そういっ

た部分でのいい関係の構築に努力をしていっ

ていただきたいなと思います。 

 その人事のことが一番ちょっと気になった

んですが、最終的に。そういうことをしてい

きたいと、テストをしておるということなん

ですけども、町長としてどのようなことを目

標として、どの位置までを目標として考えて

おられるんですか。 

○議長（熊谷直行） これ、答弁は人事だけ

でいんですか、答弁は。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） やはり、この人事評価

システムと申しますのは、それぞれの個々の

能力アップを目指してやっていくというとこ

ろでございます。やはり、旧態依然で同じよ

うにやっておればいいんだというんじゃなく

して、どんどん前向きにそうした取り組みに

も、また行政マンとしての質の向上等を目指

していただきたいと。それが、ひいてはすべ
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ての職員に対してのやる意識の高揚につなが

るものと、このように思っております。 

 その中で、我々もそうした反面、職員から

の評価を受けて、お互いが切磋琢磨してい

き、住民サービスに努めていきたいと、この

ように考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 本当はもう少し細かいとこ

も聞きたいんですけども、その件に関しては

また委員会の方でお聞きしたいと思います。 

 ただ、１点だけ町長にご理解いただいてお

きたいなと思うのは、やはりその人事の評価

の内容を策定された折には、しっかりと公表

できるような形で、どうやって判断をしてい

くのかということも、住民にも分かるような

形で、運用状況についてと、使用者たる住民

が明らかに、住民に、要するに説明の責任で

すよね。そういった形で果たせるということ

も考えておいていただきたいなということも

思います。 

 新しい人事制度に対して期待をして、私の

総括質問を終わらせていただきます。 

○議長（熊谷直行） 以上で１番上山隆弘議

員の総括質疑は終わりました。 

 次に、16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に総括質疑を行い

ます。 

 また、それに基づいての答弁を求めたいわ

けなんですが、通告している内容を補完した

要旨を後に提示をしておりますので、それに

基づいて質疑を行います。よろしくお願いし

たいと思います。 

 まず、施政方針の基調について、私なりに

いろいろ気になることがございます。そうい

う点から、基調で述べております内容につい

て、１つはいろいろ言って継承すべきことに

ついてというのがございます。これは、いろ

いろ読み上げると時間かかりますので、一応

継承すべきことについてという部分、それか

ら地方財政に係る改革の趣旨と対応、効果

性、緊急性、優先度等の観点から、厳しい事

務事業選択に取り組み、歳出の抑制と効率化

に努めた。地方自治体の自己決定、自己責任

において地方自治を推進する維持能力の向

上、その見直しが緊急の課題。それから、太

子町という行政体の存立を継続、維持し、厳

しくても自立を目指していくという目標。そ

れから、町民の皆様と協働しながら、かつ私

自身と町職員が危機意識と改革意欲を共有し

て取り組みを進めていかなければならないな

どについて、これは基本的な姿勢がしっかり

してないと、これが推進できないのではない

かと思いますので、これらのことについて、

それぞれどういうことで取り組もうとするの

かというのを説明を求めたいと思います。 

 特に、継承すべきこととありますが、これ

につきましては後述、後から述べておりま

す、現下地方自治を取り巻く環境は、閉塞感

と沈滞感が増幅する極めて厳しい状況に置か

れていると、こういうふうに先に、当然のこ

ととして私は基調の内容を評価するわけです

けれども、後の方でこれを打ち消しているん

ではないかと、こういうふうに思えてなりま

せん。そういう点でも説明を求めたいと思い

ます。 

 それから、この基調の中で残念なことだと

思うんですが、地域間格差というのは、自治

体間の取り組みによっても交付税を云々とい

うことまで出てきているからこういうことが

起こるんかもしれませんが、地域間の格差が

急速に拡大ということは触れてあります。し

かし、貧富の拡大、格差社会の拡大という現

実には触れていないと。触れるという字は間

違ってるかもしれませんけども、触れていな

いと。そういうふうなこと。これは意図あっ

てのことなのかどうなのか。 

 しかし、こういうふうに触れると、後々の

展開、いわゆる施策の展開に影響するから触

れなかったのかと、こういうふうに思いたく

なりますので、伺いたいと思います。 

 次に、少子化、高齢化社会の中で、特に次

世代だけではなくて現世代、全住民にとりま

してもこれは重要でありますので、格差の拡
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大、貧困率の拡大は、福祉やらあるいは介

護、医療、教育等の暮らしと人権、人間とし

ての尊厳にかかわることでありますので、こ

れらを支援するということが最も大事なんで

はないかと、こういうふうに思いますし、地

方自治の本旨という説明がございますが、こ

れが当然の本旨ではないかと。これこそまた

緊急の課題ではないかと、こういうふうに思

うんですけど、こういう基調というのは後の

施策の展開に結びつく分析的な面もあります

ので、大事なことだと思いますので質問をい

たします。 

 それから、６項目の政策課題についてであ

りますが、各項目に示されている課題と取り

組みについて伺いたいと思います。 

 まず、１項の健康で生き生きと暮らせるま

ちづくりでは、すべての住民が住みなれた地

域の中で尊重され、毎日を健康で生きがいを

持って暮らしていけるよう、保健・福祉・医

療の連携を図り、人に優しいまちづくりに努

める、この点については大いに同感でありま

す。また、大切なことであると思います。 

 しかし、先に基調の部分で述べましたよう

に、格差社会に歯どめをかけるような格差社

会の拡大、格差の拡大に歯どめをかけるよう

な施策がないと、これは本当に言葉だけのも

のになってしまうと思うんですが、いかが

か。 

 それから、健康講座とあわせまして、私は

何回も言うわけでありますが、早期発見、早

期治療へのことはここにも触れてあります

が、早期発見、早期治療が医療費を全体とし

て抑制したり、あるいは国保会計とかの、介

護も含めまして、これらの会計には負担が軽

減されるということになってまいりますの

で、そのための健診の機会の拡充は、もっと

工夫をし、広げなければならない、このよう

に考えます。そのためには、そういう健診の

機会のところで、やはりみずからが信ずると

ころで健診が受けられたりするようなもの。

人間ドックについても同様であります。 

 これらについては、これまでの質疑の中で

も、一定の方向へつながっていくような答弁

を得ておるわけですけれども、具体化させて

いくために大事なことだと思いますので、あ

えて聞きたいと思います。 

 それから、発達障害児の早期発見、早期治

療、育成支援について、町独自の私は支援策

が必要だと、こういうふうに思うんですが、

対応について伺います。 

 それから、地域の実情に合った障害福祉サ

ービスの充実という点では、地域の実情をど

うとらえるかによっても違うんだろうと思い

ますが、具体的にこの実情に合ったという点

でのサービスの充実面、しっかりと説明を願

いたいと思います。 

 それから、介護事業につきましては、制度

がだれでも気軽に安心して利用できる、これ

が一番大事であります。そういうことから、

在宅施設介護の条件整備等、やはり負担が大

変な利用を制限するということもございます

し、そういう意見も聞かれます。そういう点

で、負担軽減対策等についても取り組むべき

だと思いますが、いかがですか。 

 それから、放課後子どもプランと学童保育

の点では、先ほどの質疑で説明があるわけで

すけれども、やはりこれが必ず学童保育とリ

ンクするだけではないと思いますので、学童

保育は学童保育としての制度を、対象年齢を

拡大するということでもって対応しておかな

いといけないと思うんですが、その点につい

ての説明を求めます。 

 次に、第２項の豊かな心を育くむ生涯学習

の推進についてでありますが、先ほど来生涯

学習の問題とか出ておりますが、やはり最も

大切にされなければならないのは、憲法上も

保障する人権を尊重すると、こういうことが

徹底して根づいていかなければならないと、

こういうことは思いますし、そのための生涯

学習の機会をより提供すると。それが大事だ

ということにはどなたも異論がないと思うん

ですが、情報と場所の提供が大事だと、こう

思うんですけれども、そういう点についての

取り組み。 
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 それから、集落学習は、私は強制的になっ

てるわけですから、これらについてはもう全

面的にやめると。補助金を出さなければこれ

はもう続かないという。本来自主的なもので

すから、自主的に学ぶ環境をつくることに本

当は精力をつぎ込む、生涯学習の基礎だと思

います。そういう点から、この点の取り組み

について説明を求めます。 

 それから、町民みずからが企画した総合型

事業の支援という点でございますが、この点

ではどういうことを具体的に考えておられる

のか、ちょっと理解しにくい点がございます

が、太子町においては、それぞれ文化面で

も、またたまたま本町にある太子高校の吹奏

楽の評価も一定高いと思います。そういうも

のが、それだけを文化と言いませんけれど

も、これらがそれぞれの方が練習をしたり、

思いっきり練習をしたり発表する機会、それ

らが提供される、場所等が提供されることに

よって、より旺盛になっていくし、文化も育

んでいくということに、創造を育むというこ

とになるわけですけども、こういう点ではど

ういうふうに対応しようとしているのか、説

明を求めます。 

 それから、第３項の安全で快適に暮らせる

まちづくりについては、やはり飲料水の安全

な供給と検査、調査情報の公開というのが大

事だと思うんです。今までには、本定例会で

も水道会計の説明でございますように、各健

康項目等の検査については説明があるわけで

すけども、これらのことがすべて住民の皆さ

んにきちっと公開されると、広報上、議会広

報もそうですし、今はインターネットで利用

される方もあるわけですから、ネット上にも

きちっとこういうものが公開されていくと。

そして、住民のまた意見を聞きながら、より

安全なものになっていくような項目を加えた

りしていくことによって、より安全が確保で

きると、こう思うんですが、いかがか。 

 それから、洪水ハザードマップとその対応

については、先の説明がありましたので、こ

れを早く活用して、心配のないようにしてい

くことの体制について伺いたいと思ったんで

すが、その体制がちゃんと今できておるんで

すか、どうなんです、それだけ伺いたいと思

います。 

 それから、雨水整備事業、浸水に強いまち

づくりについて、これはもう本当に大切なこ

とで、今年度も都市排水、下水道のトータル

的なもんですけども、都市排水ということ

で、先の補正予算等でも質問をいたしました

が、太子町域というのは、大方大津茂川も増

水期には民地が、いわゆる川が天井川にな

る。林田川ももちろん天井川になる。そうい

うことで、溢水をして、さらに決壊をすると

いうことで、全体的な水害が及ぶと、こうい

うふうになるわけですが、基本的な面からい

えば、前にも述べましたように、水路を排水

路化するということは、水路はあくまでも田

んぼの水を賄う、養うためのものであり、下

ほど狭くなり、結果的にはなくなってしまう

と、こういうふうなものでありますので、こ

れらのことがどう改善されるか。 

 太子町の場合は、東西の公共施設、いわゆ

る北から始まるバイパス、それから旧２号、

そして新幹線、それから在来線というよう

な、ＪＲね、そういうものがすべて障害にな

るということになっているのが、過去の教訓

だと思います。それらが解消されるようなこ

とが必要だと思うんで、その対応について説

明を求めます。 

 それから、豊かな緑に抱かれた活気あふれ

るまちづくりについてですが、生産性の向上

と地域の特色を生かした地形への転換につい

てのことが触れられておりますけれども、実

際これを、先ほども特色というのは含めて、

太子町として一番生産物で多いのが米ですか

ら、それらのものが生産が向上され、そして

いくと、また経営農地が他のものに転用され

るという点についても、どういう面をすべき

か。それから、後に責任を持つような長期の

プログラムというものがあって、計画があっ

て皆さんも賛成し進めていけるものと思いま

すが、その点いかがか。 
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 それから、２点目の特産品の製造販売の拡

大とか、地産地消への取り組み、農産物の生

産出荷団体への支援と、こういうのも触れら

れており、いいことなんですけども、具体的

な取り組みというのが、裏づけがあって、よ

りこれからも見込みが、見通しが立っていく

と、こういうことでないといけないと思いま

すので、この点についての説明と、３番目に

触れております商工振興に対する取り組みに

ついても同様であります。 

 それから、第５項の美しい景観に機能性を

備えたまちづくりということでは、総合公園

の整備、住民参加で計画、整備のあり方と対

応というて私は言ってるんですが、あくまで

総合公園の整備というのは、これまでも説明

がありますように、野球場とかプールとかと

いうのは、箱物施設についてはお金もかかり

ます。そういうものから、本当に企画から実

施まで、先ほどボランティアのこともありま

したけれども、シルバーの力、シルバーとい

うのは高年齢層の意味ですが、シルバーの力

を、団塊の世代がこれから退職をするわけで

すから、これらの英知を結集をして、その方

だけじゃないですよ、住民の英知を結集して

手づくりでやると。 

 そして、場合によっては、ああいう傾斜の

とこですから、屋外の発表をするところまで

できると言われる人があります。そういう点

で、全体としてもう整備についてもできるん

だというふうにおっしゃる方もあります。そ

の動員すれば。ボランティアというのは、た

だでやれということじゃないです。重機の調

達とかは、必要な場合は重機の調達もしても

らったら、運転もできますよという人もおっ

てですと、こういうことを含めて私は伺いた

い。 

 それから、２点目の生活道路の改良整備と

安全対策について。これは非常に、何回も言

うようですが、行き詰まりの道路を含めて、

救急車また里道の整備をしておかないと、安

全で安心というまちづくりには欠けていると

ころがあると思います。そういう点での整備

について、説明を求めたいと思います。 

 それから、第６項の自治と連携による力強

いまちづくりの中では、多様な住民参加機会

と一層の拡充、意見への迅速、的確な対応、

課題の共有、政策形成への活用というふうに

ありますが、これも本当に同感なんですけれ

ども、具体化させる上でそれを保障するも

の。先ほどは、住民基本条例とか住民参加条

例の説明がございましたが、裏づけとなるも

のをもって住民に参加をいただく、こうなら

ないと、これは実際言ってるだけにとどまる

ように思うんです。そういう点から説明を求

めたいと思います。 

 それから、職員にやる気を喚起できる施策

のあり方について伺いたいんですが、これは

先ほども答弁がありますように、結局は評価

によってやる気を起こさせるということでし

かないということを言うてるんですか。今ま

でだったって、今の自分たちの町は自分たち

でつくるということに、どっか全部が欠けと

んですか、職員の中に。そんなはずはないと

思うんで、心配してるのはみんなじゃないか

なと。一緒になって、どうしてつくろうとし

ないのかと私は思うんですけど、評価だけが

先行する問題じゃないと思います。評価だけ

をここに当てとんであれば、それは間違いだ

と思うんですが。 

 評価についても、町長は４年に１回、いわ

ゆる選良としてのあれを、審判を受けますけ

ども、そのほかの職員は４年に１回審判を受

けるわけじゃないんです。そしたら、職員が

そういう幹部職員も含めて評価をし合うとい

うこと、そういう全体でお互いに評価をし合

うという形がとられて初めて全体がやる気に

なっていくんじゃないですか。その辺を含め

て、説明を求めたいと思います。 

 それから、３番目の……。 

○議長（熊谷直行） 桜井議員、ここでちょ

っと質問を切りたいと思います。あと午後に

したいと思います。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時とします。 
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（休憩 午前11時54分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 引き続いて、桜井議員、質問お願いしま

す。 

○桜井公晴議員 総括質疑の続きを行いま

す。 

 次に、３番目の行政情報の提供、公開と行

政組織のあり方について伺いたいと思いま

す。 

 １つには、行政情報の提供、公開が住民参

加協働の、協働はちょっと字が違ってますけ

ども、協働の基本とその拡充についてという

ことで、施政でも触れておられますことにつ

いて、今の制度は今までにも報告があります

ように、実際上の使いにくくなっております

し、料金抵抗もあるものと思います。そうい

う点からは、行政情報の提供、公開、まして

や住民が求める情報については無料で交付す

ると、こういうふうにして、より使いよいよ

うにすべきだと思います。いかがでしょう

か。 

 それから、行政組織のあり方についてであ

りますが、これは私は今国の政治が各省庁に

よって、先ほど来も説明がありますように、

省庁によっての縦割り行政になっているもの

を、末端の行政組織では横で受けて業務を遂

行すると、こういうような組織に流動的対応

ができないといけないと思うんですが、そう

いう点での説明を求めます。 

 それから、提案説明の資料の中にも、また

予算書の中にも一部明記はしてあるわけです

けれども、新規の事業、施策に係る今年度の

取り組みと、年度終了時にどこまで到達させ

ようとするのか、具体的に見込みを説明いた

だきたいと思います。 

 それから、４番目の質問では、行政評価制

度、これは何回も要求したいと思って、私は

こういう機会のある都度質問をし、行政の姿

勢を促しておるわけなんですが、やはり内部

で評価する仕組みはやっておるということで

ありますけれども、実際上は住民が参加して

事務事業を再評価する、そういうことの中に

評価の価値があるものと思いますし、そうい

う点での評価、再評価を行い、今後の事業展

開、計画に生かすべきやと、こう考えますが

いかがでしょう。 

 ５番目の歳入についてでありますが、本年

度末の滞納額、収入未済額の見込み、国保で

も言いましたが、３月31日の年度末でどれだ

けの滞納額になり、収入未済額になるか、そ

ういう見込みも説明をいただいて、今後の収

納対策についても２番目で説明を求めます。 

 それから、留保財源の有無の問題なんです

が、今年度の予算では、例年のとおり

1,000万円の繰越金を計上しております。さ

らに、現補正予算を含めて見てみるときに、

どの程度の財源を留保しておることになる

か、見込んでおるか、説明を求めます。 

 それから４番目に、東芝の税収についてで

ありますが、この件では18年度と比較をして

課税客体となるべきもの、法人税割について

も説明を求めたいんですけども、後の固定資

産の税の方で、資産割税が、土地は同じです

けれども、建物償却資産が滅失されたりいろ

いろしている、それで18年度当初客体となっ

たものが、19年度では客体となっていないも

のが存在するようにも思うんで、それらの客

体と税について説明を求めます。 

 それから、６番目の繰出金についてであり

ますが、総額的には前年度対比で１億

3,900万円ほど増えていることになるわけで

ありますが、その中でも国民健康保険、介護

保険というように住民の暮らしに係るものに

ついては、さらに一層の一般会計支援で税・

料の軽減を図るということが大切だと思うん

ですが、一方、前処理場に関しましては、減

ったと言いましても１億600万円余りの繰り

入れを行うと、こういうふうになっておりま

す。これは、施設の状況を含めて、また原因

者負担の導入等を含めて不当であると、この

ように思います。これらのことについて説明

を求めます。あり方について。 
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 それから、７番目の質問で、健全財政の確

立運営についてでありますが、これは夕張市

がああいうような状況になって、その先例を

危惧するという住民がたくさんおられます。 

 そういう中で伺いたいのですが、町が抱え

ておりますすべての債務、そこにも触れてお

りますように、企業会計を含む全会計の起

債、それから債務負担、一部事務組合に係る

施設の建設費の返済金、また運営義務負担、

サルビア園等の施設建設費負担を洗い出し

て、どれだけになるか、いわゆる年度末で説

明できれば年度末で説明いただいて、しか

し、現状分かっているところで説明いただい

ても結構なんですが、その時点、どのエンド

で説明ができるかによっても説明をいただき

たいと思います。 

 そして、これらを償還、返済していくため

の基本的な財政計画、財源計画というのはう

たわれないといけないと、こう思いますが、

そういう点での説明を求めます。 

 次に、８番目の入札、契約のあり方につき

ましてでありますが、これは一般質問でも伺

っておりますように、国、県あるいはそれぞ

れの市町村でも談合の防止をするということ

を含めて、いわゆる知事会などは指針を決め

て1,000万円以上というようなこと、それか

ら指名競争入札については早期に廃止をす

る、また電子入札を３年以内に全面導入を目

指す、不正行為があった場合における弁護士

などを窓口としたいわゆる内部告発、内部か

ら自浄するということの通報制度の整備、さ

らには違法不当な行為で行った者に対するペ

ナルティーの強化などをうたって、その施行

を進めようとしておるわけであります。 

 ただ、県では長野県だけがすべての工事を

一般競争入札にしているっていうところがあ

るんですが、まだそこまで至ってないとこが

たくさんございます。 

 契約問題で、地元企業とかいろいろ言うこ

とがありますが、地域の貢献度というのがい

ろいろ言われておりますけれども、私は消

防、各種ボランティアへの参加協力、それか

ら町内から通勤している常勤従業員の雇用

数、あるいは下請等の町内業者の受注数と

か、いろいろいわゆる地域に全体として貢献

し得ることが一定の条件として課されている

場合もございますので、一般競争入札の中で

試行しながら、そういうことについては貢献

度の問題も物差しに加えるべきだと、こうい

うふうに思います。 

 それと、制度のあり方としては、手持ちの

ものがある場合に、次の入札の参加条件はな

いと、参加はないというようなことも含めて

本当に改善しないと、むだな行政執行になる

と、このように考えます。そういう点で、ひ

とつ説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 まず、第１点目の継承すべきことについて

でございますが、施政方針では、21世紀の主

人公である次世代に夢と希望が持て、安心し

て豊かに暮らせる郷土を継承することを申し

上げております。現下、地方財政は、地方自

治は厳しい行財政環境下に置かれております

が、自立を目指していく行政体としまして、

総合計画に掲げておりますまちづくりの基本

目標“和のまち太子”、さらに目標の達成に

当たり掲げた３つの理念、生きるまち、誇れ

るまち、自立したまちを真摯に推し進めてい

くことが、また個性を大切にした地域づくり

を目指していくことが、安心して豊かに暮ら

せる郷土を継承することでございます。こう

した難しい時代に行政を担う私たちに課せら

れた責務であろうと、このように考えるとこ

ろでございまして、今おっしゃっております

継承すべきことと考えるが、後述の厳しい行

財政環境下で否定しているとのご指摘でござ

いますが、そのような意味合いではございま

せんので、この点はご理解をお願いしたい

と、このように思うところでございます。 

 そして、次に地方財政に係る改革の質と対

応というところでございますが、夕張市が準

用再建団体となることが発覚して以降、総務

省では同様な地方自治体が出ないように、事
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前に個々の自治体全体の財政状況を把握する

ために、新たな４指標を算出し、将来的には

一定基準値を超える自治体に対しましては、

財政健全化計画の作成を求める方針であると

聞いているところでございます。 

 国家財政と地方財政は表裏一体のものでご

ざいまして、常に国の三位一体改革を念頭に

置いた町政執行を心がけておりますが、限ら

れた財源の中でいかに町民の皆様に役立つ施

策ができるのかが大切であると考えます。 

 そこで、19年度予算におきましては、要求

段階から、事務事業費の一般財源所要額に応

じて１％から６％の削減目標額を財政課が設

定した上で、要求内容を効果性、緊急性、優

先度から精査して計上したものでございま

す。 

 次に、地方自治体の自己決定、自己責任に

おいて、地方自治を推進する自治能力の向

上、その見直しという件でございますが、地

方分権の推進により地方自治体の自己決定、

自己責任において地方行政を展開していくこ

とは、緊急の課題であります。不断の行財政

改革に取り組み、評価に基づく事業の取捨選

択、事務の簡素効率化、また受益と負担の適

正化、行政情報の公開等を図り、社会状況の

変化に対応できる組織の柔軟な、また職員の

能力向上を進め、健全財政を堅持していくこ

とが、行政基盤の強化につながるものである

と考えております。 

 そしてまた、住民参加のもと、自己決定、

自己責任における施策を実行していき、住民

福祉向上のために努めていく所存でございま

す。 

 そして、太子町という行政体の存立、継続

維持、厳しくとも自立を目指していく目標に

ついてでございますが、16年９月に発表いた

しました自立に向けた将来ビジョンにも述べ

ておりますように、自治体を取り巻く社会状

況の急激な変化に対応しながら、太子町が自

立し、躍進していくためにもみずからの組織

の簡素合理化、また財政基盤の整備等、より

一層の行財政改革を推進していき、その財源

を確保しつつ、限られた財政運営の中であり

ますが、各般の行政事業に最大限の展開を図

っていくということでございますので、ご理

解のほどお願いいたします。 

 そして、町民の皆さんと協働しながら、か

つ私自身と町職員が危機管理意識と改革意識

を共有して取り組みを進めなければならない

という点でございますが、危機管理意識と改

革意識の共有につきましては、地方自治体を

取り巻く社会経済状況、単独自立を選択した

本町の環境等を十分に認識し、夕張市の例で

も分かりますように、これまでと同様の行政

運営を続けていけば破綻に至ることを私と職

員が同じ思いで危機意識を持ち、そして住民

の皆さんと協働して改革を進めようというこ

とでございます。 

 そのためには、庁議などさまざまな会議を

通じて、職員との情報交換を行い、共通認識

のもと公務を遂行していく所存でございま

す。 

 地域間格差が急速に拡大しているという点

でも触れられておりますが、やはり経済動向

における都市と地方の二極化を地域格差と表

現したものでございまして、ご指摘の格差社

会の拡大につきましても認識するところでご

ざいますが、多様な社会経済情勢の変化に直

面と述べさせていただいたところでございま

して、議員いろいろと先ほどの質問で申され

ておりますが、それぞれの個人に対して、ま

た暮らしと人権それぞれの分野においての件

もおっしゃっております。そうした格差社会

の拡大の実現に触れていないとのご指摘でご

ざいますが、そうした意図はございません。

やはり、我々はそうした格差社会の拡大につ

きましても十分に認識するところでございま

す。 

 次に、町ぐるみ健診の啓発等を含め、電話

及び相談等の窓口を設けたり、各自治会及び

老人会等から健康について依頼を年間を通じ

て応じておりますので、こうした機会に受診

をしやすい環境等への配慮にも対応できるよ

う理解を求めて実施していきたいと、このよ
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うに思います。 

 そして一点、１歳半健診、幼児歯科教室、

３歳児健診等で育児不安や育児困難さを訴え

る保護者や、発達遅れが疑われる児童につい

ては、育児支援教室、なかよし教室に勧奨

し、経過観察をするとともに、必要に応じて

発達検査や専門機関の紹介を行い、早期療育

ができるように支援していきたいと考えてお

ります。 

 また、県の事業においては、幼稚園、保育

園への巡回相談を行い、集団生活で問題行動

を起こす発達障害児への早期発見に努めてい

きたい。そして、今後発達障害児の健康につ

いての理解が深まるよう講演会等も通じて、

こども家庭センター等の協力を得ながら実施

していきたいと、このように考えておりま

す。 

 そして、地域の実情に合った障害福祉サー

ビスの充実についてでございますが、本町の

障害福祉サービスに対する取り組み方針は、

国、県の制度の中で着実に対応していくこと

を基本といたしております。町独自の施策を

展開することは、現在ではなかなか難しい状

況でございます。しかし、地域生活支援事業

のうち相談支援事業にあっては、外部へ委託

せずに町職員が行うことによりまして、平等

性を担保しておるところでございます。さら

に、任意事業といたしまして、社会参加促進

事業、日中一時支援、日帰りショート事業を

実施いたしております。国、県においてさら

なる利用者負担の軽減策が講じられています

が、本町においても障害者サービスと地域の

特性に応じて行う地域生活支援事業との統

合、上限額を設定しまして、利用者の負担軽

減に努めていきたいと思っております。 

 保護者からの要望のありました夏休み期間

中の障害児の日中預かり事業についても、本

年度に試行的に実施いたしまして、保護者の

負担軽減に努めたいと、このように考えてお

ります。 

 次に、介護事業制度の利用につきまして

は、要介護者などが適切に介護サービスがで

きるように、心身の状況や置かれている環

境、本人や家族等の希望を踏まえて計画され

ますので、ケアマネジャーの連絡会を月１回

開催し、計画のサービス内容について利用者

の意向を反映させる手法をどのように実践さ

れているかなどを含め、事例検討会の情報交

換を実施しており、こうした機会により多く

のサービスが提供できるように努めていきた

いと、このように考えます。 

 次に、放課後子どもプランと学童保育の関

係でございます。 

 放課後子どもプランの概要については、先

ほどの議員の質問にお答えしたとおりでござ

いますが、学童保育は、現在町内４小学校で

１年生から３年生の共働き等で家庭が留守に

なる児童に対して実施いたしております。太

田２教室、その他は１教室で運営いたしてお

ります。 

 そのうち、龍田を除き、それぞれ保育受け

入れ可能な限度いっぱいの状況で、新たに余

裕教室もなく、18年度で太田学童プレハブを

建築したところでございます。また、石海学

童におきましても、今後、国、県の補助が確

定し次第、プレハブを整備したいと考えます

が、対象年齢を上げて受け入れる状況には、

現在ございません。 

 一方の放課後子ども教室は、子供たちの安

全、安心な活動拠点、居場所をつくり、全児

童を対象に地域の方々の協力を得まして、地

域社会全体で心豊かな青少年を育てていこう

とするものでございます。ただ、目標は、放

課後毎日開設しようとするものですが、それ

ぞれの自治体の実情に応じてスタートさせよ

うとしております。当町としましては、まず

３、４回、１年生から６年生までの希望者に

ついて実施する予定でございます。これか

ら、基準を定め、体制が整い次第開設してい

きたいと、このように考えます。 

 次に、人権尊重と生涯学習、集落学習につ

いてでございますが、子供が犯罪の被害者に

なったり、逆に加害者になってしまったり、

高齢者が悪徳商法の被害者になったりと、憂
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慮すべき現状でございます。自己中心的な考

え方も蔓延しつつある中、また同和問題だけ

ではなく、高齢者、障害者、子供、女性、外

国人などの人権課題は多様化している現状で

ございます。 

 このような状況の中で、思いやりのある心

豊かな人づくり、一人ひとりが大切にされ、

住んでよかったと思えるまちづくりを進める

ためには、生涯学習、人権教育を通して、人

権課題に対する正しい認識と自分自身の心の

耕しを、そしてふれあい行事、交流事業等を

通して、住民同士の心の通い合いを深める必

要がございます。自分自身が満たされた人間

は人を差別しないというスタンスで事業を推

進していきたいと、このように思うところで

ございます。 

 先ほど申し上げられておりました情報、ま

た場所の提供、そういうこともおっしゃって

おりますが、我々もやはり校区を中心とし

た、そうした内容については考慮していきた

いと。 

 また、集落学習の中止というようなことを

おっしゃっておりますが、やはりいろいろな

諸問題が発生する中でのこうした教育は、学

習は大切なものであると、このように考えて

おります。 

 次に、町民みずからが企画した創造型事業

の件でございますが、太子町域には多くの合

唱団がございますが、住民みずからが企画し

発表、活動の場として行われます太子合唱祭

を支援していきたいと。そしてまた、ライブ

インあすかにおきましては、実行委員会を立

ち上げ、オペレータークラブ、レディース等

企画し、若者に活動の場を提供し、育成を図

っていきたいと思っております。 

 また、地元のアーティストに活動の場を提

供し、育成を図ることを目的としてサロンコ

ンサートを開催、支援していきます。今後も

地元アーティストを支援し、サロンコンサー

ト等を続けることによりまして、地域文化の

高揚に努めてまいりたいと思います。太子高

校等々の支援の問題もしております。太子高

校の皆さんにも、昨年の国体等々でも吹奏楽

部に多大なご支援をいただいたところでござ

います。そうした面も十分配慮しながら取り

組んでいきたいと思います。 

 次に、政策課題について、取り組みについ

てという件でございますが、第１点目の防災

の推進として、町民の皆様が防災意識の高揚

を図り、災害時に住民の皆様が的確に行動で

きることを目指して、洪水、土砂災害による

危険度や避難に必要な情報を掲載したハザー

ドマップを作成し、あわせて地域防災計画を

見直し、ハザードマップとの連携を図ってい

きたいと、このように考えております。この

体制ができているかという点でございます

が、今そうした体制、消防等々との調整を図

っているところでございます。 

 ２番目の住民の防災意識の高揚の取り組み

としましては、実践的防災訓練を実施してお

るところでございますが、そうした中で、防

災講演会も開催し、防災活動に必要な知識、

地域連携の重要性について研修を行い、災害

に対する防災意識の高揚を今後とも図ってい

きたいと、このように考えております。 

 消防防災施設の充実強化の取り組みにつき

ましては、消防施設整備事業を継続して実施

していきたいと考えます。 

 防犯対策の推進並びに交通安全対策といた

しましては、たつの警察を始め各関係機関と

の連携を密にして、意識の高揚に努めていき

たい。また、特に防犯対策の強化として、青

色回転灯装着車を配備し、町内巡回パトロー

ル体制を充実して、広範囲にわたる防犯活動

を実施していきたいと、このように考えてお

ります。 

 環境に優しいまちづくりとして、ごみの減

量化は処理コストの削減だけでなく、地球環

境を守るという観点からも重要でございま

す。今後もごみの減量化を図るために、分別

収集とリサイクルの推進に努めていきたい

と、このように思います。 

 次に、政策課題の件でございますが、水道

事業経営につきましては、ここ数年前まで給
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水件数の増加や企業の大口利用等による事業

収益の安定により、一方合理的な事業運営の

取り組みから、健全な財政を維持継続してま

いりました。しかし、近年の社会経済情勢の

変化により、水需要の減少に伴う料金収入の

減収、そして老朽化施設の更新、安全な水質

を維持するための新たな施設整備等に係る経

費の増加により、多額の繰越欠損金を起こし

ております。 

 そうした中で、今後水道事業においても、

安全、安心持続等を目標とした長期的な事業

を展開するには、やはり先ほど北川議員の質

問にもお答えしましたように、維持管理体制

の見直し、料金体系の見直し、料金の改定の

検討等に取り組み、事業経営の健全化を図っ

ていかなければならないと、このように考え

ております。 

 また、飲料水の検査内容の公表というご指

摘もちょうだいいたしておりますが、これは

大きな変動があったとき等々ではそうしたこ

とも必要かと思います。今議会の委員会の方

でもこうした調査結果についてはご報告申し

上げておるところでございますが、年に１度

程度で、またホームページ等でもこうした内

容は一度公表するべきではないかと思いま

す。皆さんに安心していただくために一度考

えていきたいと、このように思います。 

 雨水事業における浸水区域の解消を目指し

た太子町全域の雨水基本計画策定に取り組

み、そしてまた、事業の再評価、変更許可申

請等進めながら、緊急度、財政面、補助事業

も考慮し、雨水整備事業の推進を図り、快適

な生活環境をつくるようしていきたいと、こ

のように考えます。 

 豊かな緑に抱かれた活気あふれるまちづく

りについてでございますが、緑豊かな田園都

市を培う農業の推進について、本町における

農業経営は、高コストで生産性の低い個人完

結型農業が大半を占めておるところでござい

ます。19年度より講じられます品目横断的経

営安定対策では、１名の認定農業者と１集落

の特定農業団体のみが、新たな対策に加入で

きることとなりました。 

 しかし、未加入である大半の小規模農家及

び集落に対しては、今後も継続して地域担い

手育成総合支援協会を中心にいたしまして、

集落座談会等の啓発活動を一層推進し、新た

な担い手の確保育成に努める所存でございま

す。 

 また、都市近郊農業の特色を生かした観光

オーナー事業、ふれあい農園事業等は、農地

の有効利用のみならず、都市住民との触れ合

い、交流の場としても大変重要な事業であ

り、19年度も継続して実施していきたいと思

っております。 

 地産地消の推進につきましては、近年の活

動の取り組みが消費者にも理解され、徐々に

町内での消費範囲が拡大してきたところでご

ざいます。また、地産地消学校給食推進事業

を通し、身近な食材に接することで、児童・

生徒の食と農への理解も深め、地元食材の給

食センターへの納入実績も順調に伸びてきて

いるところでございますし、19年度におきま

しては、さらなる消費者拡大を図るため、直

売所の固定化の支援についても検討していき

たいと、このように考えております。 

 次に、活力ある商工業の振興についてでご

ざいますが、地域経済を活性化させるために

は、国、県、町の各行政と、地域の総合経済

団体である商工会及びおのおのの企業がこれ

まで以上に一致協力して、地域振興や地域経

済の活性化に取り組んでいく必要があると考

えます。 

 本町におきましては、平成19年度におきま

しても、昨年と同様地域の小規模事業者を対

象としました経営改善普及事業を引き続き支

援する一方、地域活性化対策等におきまして

も商工会と連携し、商工業の振興支援に努め

ていきたいと考えております。 

 次に、まちづくりネットワークについてで

ございますが、ＪＲ網干駅前土地区画整備事

業につきましては、平成16年12月よりＪＲ網

干駅駅前西北地区、西南地区検討会を設立し

て、勉強会を重ねておるところでございます
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が、事業熟度が達した地区から平成19年度末

を目標に都市計画決定の事務処理に取り組み

たいと、このように思うところでございま

す。 

 また、個々ではいろいろなもろもろのそう

した事業について、ボランティアでもそうし

た重機等を提供するとできるんではないかと

いうようなこともおっしゃっておりますが、

なかなかその件については、ただやる、やろ

うという、どういいますか、熱意、またそう

した組織といいますか、そうしたものが立ち

上がれば、我々も考えていかなければいけな

いと思いますが、しかしこの太子町でそうし

たボランティアでのただ対応で、十分満たせ

るかどうかというところにつきましては、十

分慎重に対応していかなければならないと、

このように考えます。 

 揖保線の件でございますが、兵庫県たつの

市、太子町の事業区間の役割分担のもとで、

平成23年度の一部供用開始を目指して事業を

推進しているところでございます。先ほど

来、前議員の質問にもお答えしたとおりでご

ざいまして、この件については、私自身は

19年度にはどんどん推進していかなければな

らないと、このように思っております。計画

どおりに完了するように努めてまいりたい

と、このように考えております。 

 次に、緑豊かなまちづくり、総合公園等々

のご質問でございますが、昨年着手後15年目

の事業再評価を受けまして、答申を受けたと

ころでございます。意見具申をもとに施設計

画の検証を実施していきたいと、このように

考えております。町に見合う施設整備という

ことで、私が対応させていただきたいと、こ

のように思います。 

 生活道路の改良整備、安全対策という件で

ございますが、町内幹線道路並びに補助幹線

道路等を接続する住宅等の建物が密集した狭

隘な生活道路については、防災上の向上や居

住環境の改善を図り、そして良好な住環境の

形成に努める必要から、地元要望及び道路の

巡回等により優先順位を判断しながら、予算

の範囲内で道路の改良を実施させていただき

たいと、このように思います。 

 次に、自治と連携による力強いまちづくり

についてでございますが、やはり情報提供の

推進、行政、住民協働のまちづくりを進めて

いくためには、行政情報が適切に住民に提供

されなければならないと、このように考えて

おります。「広報たいし」、また町ホームペ

ージの内容を充実させまして、町民の皆さん

にとって分かりやすい情報を提供していきた

いと、このように考えるところでございま

す。 

 また、広聴活動の充実等につきましては、

こうした財政状況下におきまして、限られた

財源を有効に活用していくには、住民ニーズ

を的確に把握して、事業を行う必要がありま

す。町民の皆さんから寄せられる声に対して

は、迅速かつ的確に対応しながら、行政全体

で課題を共有し、今後の政策形成に生かして

いきたいと、このように思っております。 

 自治会長さん方との意見交換の場であるま

ちづくりの集いにつきましても、今後も継続

して実施して、地域の皆さんの声を行政に反

映していきたいと、このように考えておりま

す。 

 職員のやる気を喚起できる施策のあり方に

ついてでございますが、上山議員さんの質問

でもお答えしましたが、能力、実績を重視し

た人事評価制度の導入により、頑張れば報わ

れると、そうしたことが明らかになれば、職

員の意識にやる気という変化が見られ、また

やがて行動にあらわれることが期待されま

す。仕事を進める上で積極的に改善に取り組

んだり、提案を行ったりすること、また積極

的な自己研さんを通じて、専門的な知識を高

めることや、より高い目標に挑戦することな

どが期待できるところでございます。職員を

その団体の財産と考えるならば、職員の成長

はその財産価値の上昇にほかなりません。そ

して、その利益は、当然住民に及ぶものでご

ざいます。これまでの評価方法に加えて、人

材育成を主眼とした、より具体的で納得性の
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ある人事評価制度を構築し、あわせて人事の

活性化、職員研修の充実を進め、住民サービ

ス向上のための基礎づくりに努めていきたい

と、このように考えるところでございます。 

 行政情報の提供、公開が住民参加、協働の

基本、その拡充という件でございますが、さ

らなる計画的な行財政改革を継続し、そして

推進していくこと、行政情報の公開等説明責

任を確保していくこと、さらに個々の職員の

意識改革による総体的な政策形成能力の向上

を図ることが、町民の皆様のご理解、ご協力

を得ることであり、住民全体の参画、協働へ

の第一義と考えるところでございまして、施

政方針にその取り組み方法を申し述べたとお

りでございます。 

 また、今日の行政運営におきましては、住

民等への説明責任を果たし、公正の確保と透

明性の向上を図ることが、一層必要でござい

ます。このため、情報公開条例やパブリック

コメント手続制度の積極的な活用等を行うと

ともに、行政改革大綱等に基づく成果につき

ましても、速やかにホームページや「広報た

いし」、またまちづくりの集い、出前講座

等、種々住民参加機会を通じて、町民の皆様

に分かりやすい形で公表に努めていく所存で

ございます。 

 今後におきましても、各審査会のご意見等

も尊重しながら、パブリックコメント手続要

綱を有効に活用し、住民意見を十分に尊重す

る行政執行を目指したいと、このように考え

ます。 

 住民参加を主とする改革の一端を紹介しま

したが、予算、人員、給与の削減など目に見

える効率化を進めるだけでは自治体経営には

活路は見出せないと考えております。官と民

が共に考え、共に行動するという発想で、新

しい公共サービスのあり方を創造することが

求められているものと考えております。 

 今後あらゆる住民参加機会をとらまえて、

そのための取り組みを進めていきたいと、こ

のように思います。 

 行政組織のあり方について流動的に対応す

る組織への転換等についてでございますが、

先の９月定例会でもご質問がありましたが、

高度、多様化する住民ニーズに即応するに

は、定型的な組織による確実な事務処理とと

もに、機動的な組織運営が必要であり、全庁

的な政策課題が突出する状況下においては、

部下という枠を超えた横断的な仕組みに構築

する必要がございます。そのために、庁議、

部長会等で政策課題を検討し、また必要に応

じ、プロジェクトチームを立ち上げて、全庁

的な視点に立って課題の処理に当たっている

ところでございます。 

 また、目まぐるしく諸制度が改正される行

政環境において、定型的な組織においても、

定期的に組織のあり方を点検し、行政サービ

スの向上が図られる、また住民に分かりやす

い組織への整備を図るように努めていきたい

と、このように考えます。 

 次に、計画を含む主な事務事業等の再評価

と対応という件でございますが、住民の視点

に立ち、成果を重視した効果的、効率的な行

政運営が求められている状況において、計

画、実施、点検、改善のマネジメントサイク

ルを確立する行政評価制度を20年４月に導入

できるように準備を進めておるところでござ

います。特に、総合計画における基本計画に

掲げている事業を毎年度評価することによ

り、その進行管理を行うことを目的として、

現在素案を作成中でございまして、19年度に

一部業務を対象とした試行を行う予定といた

しております。 

 次に、18年度末の滞納額、収入未済額の見

込み、そして収入未済に対する取り組みにつ

いてでございますが、町税の現年度分につい

ては、徴収率が17年度を上回るように努力し

ているところでございます。滞納繰越分につ

きましては、個人町民税が昨年度を上回る見

込みでございますが、固定資産税につきまし

ては、17年度において4.7％向上したことも

あり、多少現状では下回る見込みとなってお

りますが、町税全体では出納閉鎖までの間に

17年度を上回る徴収率を確保するように努め
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てまいりたいと、このように思っておりま

す。 

 国民健康保険税は、17年度と逆に現年度分

が低下傾向で、滞納繰越分が向上する見込み

でございます。町税と同様に出納閉鎖までの

間に極力努力を重ね、徴収率を確保するよう

に努めてまいりたいと考えております。 

 現年課税分の未納者に対する徴収につきま

しては、催告書の送付、電話による督促、そ

して訪問徴収を行い、新たな滞納を発生させ

ないため、課員全員で努力しているところで

ございますが、今後は一層強化し、新たな滞

納繰越分の発生抑制に努めていきたいと思い

ます。 

 また、口座振替の推奨と、税務課員、職員

による日直を兼ねた月１回の休日納税窓口、

これは第４日曜日をもうけ、期限内納付を推

進していきたいと考えております。 

 滞納繰越分についてでございますが、平成

17年４月に収税管理室が設置され、18年４月

から４名体制で収納率の向上に努めていると

ころでございます。 

 主な内容といたしましては、催告書の発

送、納税相談の実施、分割納付の納付者の納

付管理、財産調査、財産の差押え等でござい

ます。 

 19年度におきましては、納税相談の対象者

を拡大しまして、10万円以上の滞納で納付実

績のない方にするなど、滞納者の実態把握に

重点を置きまして、必要に応じて差押え等の

滞納処分を実施していきたいと考えておりま

す。 

 しかし、納付能力のない滞納者について

は、状況を的確に把握して滞納処分の停止も

やむを得ないと、このように考えておりま

す。 

 いずれにいたしましても、こうした厳しい

財政状況下で、収納率の向上に努め、自主財

源の確保に努めたいと、このように考えま

す。 

 留保財源の有無についてでございますが、

一般会計の平成19年度予算総額は83億

5,323万9,000円ですが、歳入について申し上

げますと、最も大きなものが町税で41億

1,463万8,000円、次いで地方交付税が12億

4,600万円、繰入金が５億8,236万1,000円、

国庫支出金５億5,316万8,000円となっており

ます。 

 これらの歳入予算の編成につきましては、

課税客体や補助負担金制度を的確に捕捉し、

地方財政計画なども考慮して編成したもので

ございます。基本的には、見込み得るすべて

の収入を計上いたしております。 

 しかしながら、一部例外といたしまして、

普通交付税におきましては、端数は留保させ

ていただいております。また、繰越金は

1,000万円を計上しておりますが、現段階の

見込みで申しますと、18年度決算では１億円

程度の剰余金が生じると考えております。 

 東芝からの税収のこれまでとこれからにつ

いての質問でございますが、これまでの税収

につきましては、法人町民税は平成10年度以

降は納付がございません。均等割の300万円

の納付となっております。 

 固定資産税につきましては、土地について

は近年の土地価格の下落の影響を受け、税額

も減少しておるところでございまして、19年

度におきましては、18年度に比べ２％減の

7,176万円前後ぐらいとなっているところで

ございます。 

 家屋についてでございますが、ブラウン管

工場の取り壊しや評価替えの影響を受けまし

て、18年度は17年度の半分以下の3,269万円

となっているところでございまして、19年度

は評価替えの年度ではございませんので、昨

年と同額となると思っております。 

 そして、償却資産におきましては、生産設

備の移管、廃棄または増設により毎年大きく

変動いたしておるところでございます。19年

度は、昨年度末に25億円程度の生産設備が増

強されまして、税額では3,500万円増額する

ことになりますが、既存設備の減価償却に伴

う減少分との相殺によりまして、2,064万円

増加いたしまして、２億7,774万円となると
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思っております。 

 固定資産全体では1,918万円増加の３億

8,221万円と見込んでおるところでございま

す。 

 また、個人町民税でございますが、東芝さ

んから納付される特別徴収分につきまして

は、平成13年度の当初課税で納税者数が

1,218人、税額は１億6,000万円であったもの

が、18年度では565人で8,900万円と大幅な減

少となっているところでございます。 

 この新年度、19年度におきましては、さら

に納税者の減少が見込まれるものの、税源移

譲や定率減税の廃止により、税額は１億

1,500万円程度を見込んでいるところでござ

います。 

 これからの税収見込みでございますが、土

地の税額については、土地価格の下落幅に減

少傾向が見られますことから、今後は大きな

減額とならないと、このように思われます。

それ以外の税額については、今後の会社の動

向に十分留意する必要があると、このように

思っております。 

 また、次に一般会計繰出金、各会計繰入金

の実態とあり方についてというご質問でござ

いますが、平成19年度一般会計から特別会計

への繰出金は、国民健康保険特別会計に２億

5,935万1,000円、介護保険特別会計２億

586万円、老人保健特別会計１億4,389万

8,000円、下水道事業特別会計７億7,525万

8,000円、前処理場特別会計１億632万

5,000円、計14億9,069万2,000円となってい

るところでございます。 

 特別会計に係る経費につきましては、法令

等に一般会計が負担すべしと定められている

ものを除きまして、特別会計の収入によって

賄う独立採算が原則でございます。しかしな

がら、その性質や政策上の必要性から繰り出

し基準の枠を超えた赤字補てんがやむを得な

いケースもございます。それぞれの会計で財

政的な努力は当然取り組んでおりますが、適

正な判断のもとに今後も繰り出し、繰り入れ

を行ってまいりたいと考えます。 

 いろいろと国保と前処理場の関係も質問を

ちょうだいいたしておりますが、現在は、現

行でやむを得ないという中からの繰り入れを

いたしておるところでございます。 

 町が抱えるすべての債務というご質問、こ

の件につきましては、１つ目の施政方針の基

調でも少し触れたところでございますが、総

務省が導入しようとしております新たなフロ

ー・ストックの４指標は、その対象範囲が

個々に違い、普通会計や特別会計、企業会計

にとどまらず、最大では一部事務組合、第三

セクターにまで及ぶ予定であると聞き及んで

おります。これから数年かけ整備していく予

定でございますが、現会計方式での債務残高

を申し上げますと、一般会計は平成18年度末

98億7,467万2,000円、19年度末残高見込みは

93億8,189万8,000円で、住民基本台帳による

本年２月末日の人口で計算しますと、１人当

たりの債務残高は29万3,313円で、人口の増

減がないものとしますと27万8,676円になる

見込みでございます。 

 ちなみに、今年度末、18年度末では29万

3,313円、19年度末では先ほど申し上げまし

た27万8,676円というところでございます。 

 そして、全会計で申し上げますと、１人当

たり、18年度末では87万4,298円、19年度末

では84万7,903円という計算になっておりま

す。近隣の市町村と比べてみますと低い金額

で抑えられているなというふうに思っておる

ところでございます。 

 また、町の抱えるサルビア園の施設建設費

負担についてでございますが、この建設につ

きましては、揖南福祉会、当時の社会福祉医

療事業団入所施設サルビアの家の建設につい

てでございますが、当時の社会福祉医療事業

団から融資を受けるに当たりまして、平成３

年８月８日付の揖保川、御津、太子の協定に

よりまして、返済金の元金、利息を負担する

ことといたしまして、各町議会において債務

負担行為の手続がなされております。 

 債務残高につきましては、19年度予算の執

行分を含めまして６会計年度674万2,000円と
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なっております。 

 また、サルビアの家重度棟の建設につきま

しても同様でございまして、19年度の執行分

を含め、11会計年度1,186万9,000円となって

いるところでございます。 

 揖龍保健衛生施設事務組合施設償還金でご

ざいますが、エコロにつきましては10億

6,301万円、火葬場につきましては３億

8,871万9,000円というところでございます。 

 また、健全財政の確立についてでございま

すが、下水道事業、前処理場事業及び水道事

業におきます事業の取り組みにつきまして

は、総合計画の基本目標に向けた新しいまち

づくり事業の展開により進めてまいったとこ

ろでございますが、事業の執行には補助対象

事業、起債対象事業等を十分精査して事業実

施に取り組んでまいりました。今後も一層財

政的に厳しい中、事業の重要度、緊急度を考

慮しながら推進していきたいと考えておりま

す。 

 今抱えております債務につきましても、特

別会計繰入金、企業会計、使用料の財務状況

を踏まえ、今後の適正な使用料体系、一般会

計の財政動向を見ながら検討をし、事業運営

に努めていきたいと考えております。 

 18年度末の地方債現在高見込みでございま

すが、下水道事業特別会計におきましては、

公共下水の事業債167億5,830万6,000円、流

域下水道事業債13億8,607万8,000円、前処理

場事業特別会計、公共下水道事業債5,158万

1,000円、流域下水道事業債１億3,040万

5,000円、水道事業会計、企業債でございま

すが、12億3,307万8,000円となっているとこ

ろでございます。そうした中で、極力そうし

た額は少なくできるように努めていきたい

と、このように思います。 

 次に、入札制度、契約制度の改善について

でございますが、昨年末には、国より入札契

約適正化法第18条に基づきまして、適正な競

争参加条件、過去の工事実績、また成績、地

域要件等の設定等、必要な条件整備を適切に

講じ、一般競争入札の拡大を図るよう要請が

なされたところでございます。また、全国知

事会におきましても、一般競争入札の拡大を

含む緊急報告を取りまとめたことも承知のと

おりでございます。 

 本町におきましても、国、県の動向を踏ま

え、入札契約制度検討委員会において、制度

の改善に向け検討してまいったところでござ

いますが、結論といたしましては、平成19年

度より現在実施いたしております制限付一般

競争入札の対象工事に舗装工事を加えるとと

もに、土木一式工事、舗装工事の適用範囲

を、現在予定価格2,500万円以上を700万円以

上の工事に拡充することといたしました。こ

れにより、過去のデータから見ますと制限付

一般競争入札の割合は29.2％から80.6％とな

り、大幅にその改善が図られ、国の要請にか

なうものとなると考えております。 

 現在の制度より少しでも前進し、よりよい

入札制度にするため、まずは平成19年度から

新たに取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 そうした中で、今後もこうした入札制度に

ついては、その都度検討をしていきたいと、

このように思っております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今、それぞれ説明をいただ

いて私の方も事前にこれだけのこと全部しと

けばよかったんですけども、全体の整理に手

間取りまして、選考させて、後から出したと

いうて助役から苦情を受けたんですけど、し

かし通告しとるだけましと思わないけない

し、内容も知らしとるだけましやと思うと。

そういうふうにしてもらわないと、私なんか

も整理をして通告をするということで、極力

まあまあ答えが整理できてくるようにという

ことで聞きたいから出しとるわけですわ。そ

やないと一般的に施政方針についていうて書

いてこい言うたら、あんたまた何じゃ、もう

ちょっと言うてくれんかいなと、こう言われ

ると思うんで、できるだけしとります。だか
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ら、後で要旨も伝えて、今のそれぞれについ

ても一定の答弁が得られてるわけです。 

 ただ、くどいようですけども、施政の中で

は格差ということは、当然やっぱり、今の時

勢ですから、ほかのこととは違って、地域格

差は、地域間格差というのは自治体間がこれ

から僕は大変だと思うのは、自治体同士が競

争をする中に、前にも触れましたけど、太子

町のように工業地域を持っとる面積が東芝限

定になって、ほかのような、ある意味で言う

たら何でもできるような地域誘導ができると

ころと、それから人口誘導ですね。本町のよ

うに、もともとは芦屋のような町を目指す言

うて中村町長時代に第１次振興計画をつくっ

たと。しかしそれには、実際は町が本来対応

すべき道路計画からそれぞれ誘導すべき、互

いにデベロッパーとも協力できるような形の

道路計画に沿って町をつくらなかったという

ことも含めて、今日反省すべきことが第１次

から私はあると思うとんです。産業が栄え、

教育が栄え、福祉が栄えるというて出したわ

けですね。しかし、何が栄えたんか言うた

ら、余り栄えたものはあらへんと、こういう

ような状況になってきている。それはあなた

任せでまちづくりが進んだ結果だと思いま

す。その一方で、地域格差を是正するために

地域の経済が地域で回るようにということで

取り組んでる自治体があるんですね、それぞ

れが。それで、やっぱり地域で産したものが

外に出て売られていくようなことで経済が活

性化する。そういうことも、それぞれが取り

組んで財政を潤しているということもありま

すが、本町のように狭隘な面積、それから、

ただ条件が恵まれているというのは、何回も

言いますけど、都市近郊にあるということ

と、それからブランドがある、いわゆるお太

子さんですね、今さっきの。それから、交通

の要衝であると、昔からね。今日もそうです

ね。だから、そういうものを生かしていくに

も、こういう地域設定の問題で、都市計画に

基づく用途地域の指定から今枠を出られない

というような状況があるわけですから、本当

に地域間競争をまともに受けた場合には、太

子のような町というのはほんまに吹っ飛ぶ形

が、可能性があるわけでしょう、ないです

か。工夫ができひんということなんですよ。

企業誘致、仮にいろいろ皆さんおっしゃるよ

うな誘致をするにしても、その条件をクリア

せなあかんと。東芝だけが持ってる土地があ

るということになりますと、こういうことに

かなり太子町も一定の形で都市計画法の線引

きにまで迫るような形がないと、町が自主的

に財源を拡充していくような施策がとれへん

のではないかと。それを補完するまちづくり

協議会の設置をしてみてもそういうふうには

なかなかならんのじゃないかなと思いますの

で、本当に町が今後のまちづくり、そして財

政計画、そういうとこを上げるときに、国や

県に挑戦していくようなことじゃないと、こ

の地域間格差ということにはほんまに対応で

きひんの違いますか。どうもそういう気がす

るんです。 

 ただ、町が対応できるというのは、それは

財政厳しい中でも暮らしを支援することはで

きると思います。貧困がどんどん進んで、い

わゆる社会的な格差が生じて、今度は生活保

護にも母子加算、高齢加算をやめさせよう

と、こういうふうに来ているわけですから、

より一層深刻な状態が生まれるということの

中での弱者支援の問題、それから障害者の収

入がないのが当たり前のような形になってい

る障害者に対する支援というのは、お金生ま

ないですわね。いろいろ私もかかわって、施

設も、報酬はもちろんありませんけども、出

資だけした理事にもなっているところがある

んですけども、なかなかそんな方向へ発展す

るような要素はない。弱小なものは切り捨て

てしまおうと、施設も運営も深刻な事態にな

ってるというような状況でのこういう弱者支

援というのがなかったら、生きていくのにも

大変なほど格差が広がっとると思うんです。

だから、その対策が、この施政方針の中で一

項も、この地域格差、いわゆる格差という社

会の拡大ということに触れてないのは非常に
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残念だと。そんなん忘れたことじゃないと言

いながらも、やはりそういうことが問題であ

るように思いますので、意図的には抜いたこ

とではないとおっしゃっているけれども、当

然触れるべきことであったというふうにはお

考えないですか。それは再度確認をしておき

たいと思います。 

 それから、私はくどくど、これ何回でもど

こでも言いますけども、医療機関の問題で

は、ちょっとつけ加えて言ったはずなんです

が、健診の機会を拡大する、人間ドックも含

めてね。前回、前々回もそういうことは検討

して整備をしていこうということでございま

した。それで、医療機関との関係も医師会と

の関係がありますが、少なくともかかりつけ

医などで機能、能力を持っているところであ

れば、個々の医療機関と契約をすれば、具体

的に町との対応でも実施できると、ドックも

含めてね。だから、それでより一層健診を充

実させて、講座はよく分かりました、それ

は。講座を開いて、また健康づくりをすると

いうことについては同感なんですけども、や

はり早期発見、早期治療のためには健康診断

が大事だ。夕べも「ためしてガッテン」か

な、何かでいろんなことやってましたけど、

そうだと思います。早く発見して道を間違え

ない対処が必要だということだと思います

が、そういう点での、この辺からいえばツカ

ザキさんとかにようけ行ってるし、そういう

ようなことが条件。姫路の医療機関、たつの

の医療機関よりも姫路の医療機関の方が多い

んじゃないかということもあるから、そうい

う門戸を開いて健診の機会を拡充する、そし

て早期発見、早期治療で医療費の抑制にもつ

ながるような、また健康で暮らせるように支

援すべきであるということについては、発展

的にやっぱり発展させなければなりませんの

で、その点伺いたいと思います。 

 それから、いろいろ削る中でこんなものい

うて言うかも分からんが、やはり人権の問題

で、わずかやというけれども、こういうもの

こそ切って、住民も迷惑を、集落学習ね、も

う終息されておるという。それで、部落解放

同盟のいろんな問題が出てきているわけで

す。そういう中でも、こういう必要はない

と。本当に人権を尊重するということが、こ

の施政方針に述べてるように言うならば、今

はそうでないからこれをやろうとしてるんな

ら別ですよ、太子町政全体、住民が。だか

ら、それで私が言うとんのは、自主的に学ぶ

ための、住民が要求するような場と材料、情

報、そういうものを提供して、自主性こそ高

めるべきものやと思うとんですよ。だから、

そういう点での答えを再度求めたいと思いま

す。 

 それから、行政評価の問題で、やはり物事

というのは、施設もあります、ハードな事業

もあります、それからソフトな事業もありま

す。そういうことに対して、住民が一つひと

つの事業で、すべての住民がかかわって評価

することはできないにしましても、全体とし

て住民が参加する委員会などを事業ごとに起

こして、それは報酬をそこに出すようなこと

があったら、それの方が金が高いということ

が出てきますけども、本当に行政評価をお互

いに加えようと。それで将来に備えようとい

うことになれば、それぞれの評価委員会を立

ち上げて、これまでの事務、これからやろう

とすることに対して点検、評価をしていくと

いうようなシステムをつくるということ大事

じゃないですか。行政だけでやってるからい

ろいろ批判が出てくるんだと思いますが、そ

の点説明を求めたいと思います。 

 それから、ただやる気の問題でちょっと気

になります。町長と、今危機意識の共有がい

まだにできてないんですかね、実際は。よそ

の、私は例に挙げますのは、やっぱり矢祭に

しても津南にしても、長野県の各市町にして

も、ほんまに真剣ですよ、一緒になって。汗

もかく、犠牲的な精神も発揮する、そしてま

ちを一緒につくろうと。そやから町長のリー

ダーシップというのは大変なもんだと思いま

すし、そういう点から、この危機意識がまだ

共有されておらへんと、改革意識も。どうい
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うことなんかなと思って首かしげます。 

 一方で評価については、評価制度でだれが

評価するかというたら、それはやっぱり幹部

が評価するということになると思うんです。

そうじゃなくて総合評価、お互いにし合うと

いうことの中に厳しさも出るし、今の厳しい

中でも行財政は改革をして、みずからの町を

みずからでやっぱりつくり上げようと。まだ

自立を目指しとるような、そうじゃないでし

ょう。もう太子町は営々として前からあるん

です。そして確固として立っていくというた

めの取り組みじゃないですかね。その辺も、

ちょっと認識が違うんじゃないかと思うんで

ただしときたいと思います。 

 それから、入札制度では、やはり700万円

という面は、この間のきょう、いきなり変え

られへんのか分からんけども、やっぱり少な

くとも130万円を施行してきたところが近く

に出てきてると、それ以上。それと、前にも

言いましたように、今日も言いましたように

手持ちがある場合は、いかなる事情があろう

とも参加させない。それから、何か起こした

ら１年以上ペナルティーを科す。当たり前の

ことを当たり前でやるということと一般競争

入札を徹底させる。余り条件をつけないとい

うことが大事やと思うんです。それから予定

価格を実勢に見合った価格にして実施する。

このことがやられれば相当財源浮きますよ、

今までの経過から見て。だから、それらを実

施するかどうかによって大きく健全財政の確

立にもつながると思うんで、それらについて

再度説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 助役。 

○助役（八幡儀則） 基本的なことは町長が

答弁申し上げましたので、地域間格差のこと

で再度でございますが、議員がおっしゃるよ

うに、太子町の場合は都市近郊であります

し、交通の要衝でありますし、いわゆるブラ

ンドといいますか、そういったものもご指摘

いただいたとおりだと思います。 

 この施政方針の中であえて触れてないとい

うことで、再度でございますが、議員がおっ

しゃるような意図といいますか、そういう意

味ではございませんのでご理解いただきたい

というふうに思います。暮らし支援といいま

すか、福祉の問題について、特に桜井議員言

っていただいております弱者支援とか、障害

者支援、当然そういった施策について考えて

いくということは行政として当然だと思いま

すが、やはり県下の中で太子町の置かれてい

る状況から見ると、今の施策の中である程度

のところはカバーしているんではないかとい

うふうにも思います。 

 そういう意味で、桜井議員から見ればまだ

まだ不十分というところもあるかもしれませ

んが、限られた予算の中で予算配分、重点化

した中で事業としては取り組んでいくつもり

でございます。 

 健診の機会のことも言われました、もちろ

ん早期発見、早期治療というものは十分おっ

しゃるとおりで、これ否定するものではござ

いませんが、あえて申し上げると、太子町の

しているところの予防といいますか、ヘルス

アップ事業については、それより一段前の予

防というところに重点を置いて施策としてや

っていくということでご理解を賜りたいとい

うふうにも思います。 

 それから、集落学習のことでございます

が、これについては、人権問題というのはい

わゆる同和学習だけじゃなくてすべてのこと

につながっていくということでの集落学習の

中であえて、あえてといいますか、している

んでございまして、強制的なことは、そうい

ったことは、私が知っている範囲ではござい

ません。やはりこれからの社会を生きるに当

たって、人権を守るということは非常に大事

な事でございますので、その中の１つの中に

同和問題等も含まれているというふうに私は

解釈いたしております。 

 それから、評価のことですが、行政評価の

中でご意見いただいたわけなんですが、行政

評価についても、これは先ほども町長が基本

的に申し上げたところですが、過去にも国庫

補助事業についても客観的な目でということ
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で、住民の方々の代表、代表といいますか、

そういう中で行政評価もした経緯もございま

す。現在は、行財政審議会の中でもある程度

のこともできるんではないかというようなこ

ともございますし、住民参加ということで、

いろんなやり方はあろうかと思います。どち

らにいたしましても、住民の方々の客観的な

目というものもご指摘いただいたとおりでご

ざいますので、そういったところも今後は考

えていきいたというふうにも思います。 

 それから、やる気というところでの評価の

こと、勤務評定ですね、これも実は試行では

ございますが、私の立場上、そういう評定と

いう立場でなって、非常に難しいものである

ということで、その辺のところは、ねらいは

やはり評定することによって職員の育成とい

うことを主眼に置いて評定したいというこ

と、これはもう特に肝に銘じて全員部課長を

しているところでございまして、やる気とい

うのがそこだけじゃなくて、もちろんモチベ

ーションを高めるためにいろんな施策といい

ますか、職員からのアイデア等募集したりし

てやらなければいけないのであって、ただ評

価とやる気だけがイコールでしているわけで

はございません。やる気を、勤務評定の中で

は職員の育成ということをすることによって

資質が高まって、町長も申し上げましたが、

やはり住民サービスの向上につながるという

ところで、最終的には住民サービスの向上と

いうことにつなげていきたいと、このように

考えております。 

 それから、入札の関係でございますが、一

つは手持ちのことを言われましたが、もちろ

ん手持ち工事で、やはりこれも規模がござい

ます。大きな例えば企業であって従業員をた

くさん抱えている、そして技術者もおる中で

１つ手持ちがあるから外す、例えば一人親方

的にやってるところと同じようなレベルでは

いきませんので、そういう意味では手持ちが

あってもやはり仕事として必要な場合、必要

といいますか入れるといいますか、そういう

指名の中であればそういう可能性は十分ある

と思いますので、手持ちやから必ず外さなけ

ればならないということには至らないという

ふうに思っております。 

 それから、予定価格を実勢価格にできるだ

け近づけるというようなご発言でございます

が、これも設計価格というのは実勢価格も含

めて、それは国建省、今の国交省が出してる

基準に基づいて設計するわけです。その国交

省にないものについては、実勢単価、いわゆ

る物価版で金額を見てそういったところもい

たしておりますので、予定価格イコールもち

ろん実勢価格とはいきませんが、設計価格は

ある程度決められた基準に基づいて設計して

いるという状況でございますのでご理解をい

ただきたいと、このように思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 やっぱり入札制度は、先ほ

ども言うように、手持ちは、私は丸投げを、

投げて下へ流すから結局10％ずつはねますと

言うたでしょう。これ事実どなたに聞いても

そうなってます。そうなるとしたら、流すさ

れるというようなことがあるから、投げるよ

うな仕事はやるなということを言っている意

味で、やっぱり手持ちっていうのは、完成さ

せてから次の仕事は当たり前の話やと、独占

するなという面がありますと。だから改善せ

えと言うとんですよ。 

 実勢単価も予定価格はそういうふうに組ま

れてるということは分かります、設計も。そ

れから、実際に予定価格として設定するとき

に抑えるという実勢に見合ったものに、そう

いうことを言よんですよ。だから、そうやな

かったら何の意味もない。 

 それと、それだけ言うといてあとの質問あ

りますからこれで終わりますけども、それだ

けは答えてください、今の。 

○議長（熊谷直行） 助役。 

○助役（八幡儀則） 先ほども申し上げまし

たが、設計組みに当たってはやはりある程度

決まったもので設計は組まざるを得ないと、

その中で予定価格をどういうふうに設定する
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かというところは若干の裁量はあるかもしれ

ません。ただ、国庫補助事業等で私も会検を

受けたことがございますが、設計価格から予

定価格を下げて設定してるときに、この理由

はどうだというようなことで、なかなか設計

価格は国交省の考え方というのはある程度の

実勢価格も踏まえた中で積算の中に入ってる

というふうにもとらえられるような発言もあ

ったように思います。その辺ははっきりは私

も分かりませんが、そういうこともあります

ので、今のところはやはり国交省の積算基準

に基づいて、設計については取り組んでいく

ということで、予定価格についてはそれにつ

いての端数とかいろんなところでのやり方と

いいますか考え方があろうかと思いますか

ら、今ご指摘いただいたことについては今後

の検討課題としたいと、このように思いま

す。 

（桜井公晴議員「終わります」の声あ

り） 

○議長（熊谷直行） 以上で16番桜井公晴議

員の総括質疑は終わりました。 

 これで総括質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします、10分間。 

（休憩 午後２時40分） 

（再開 午後２時50分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 続きまして、各会計ごとの質疑を行いま

す。 

 まず、議案第22号平成19年度兵庫県太子町

一般会計予算について、これから質疑を行い

ます。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ９番横田六郎議員。 

○横田六郎議員 夢のような話から現実の話

にちょっと戻させてもろうて、予算書を見て

もらうほどのことやないんですが、まず今年

平成19年は国政、県政、町政にかかわる議員

選挙があるわけでありますが、先日も堀課長

とちょっと話はしたんですが、開票の仕組み

を改善して物すごい効率がよくなったという

のが新聞にありましたんやけど、これは前の

三重県知事の北川さんが考案されたかとかと

いう話がありましたが、その話を堀課長に話

ししますと、堀課長はどうも知っとったよう

で検討するという話だったんですが、これは

選管の話なんですけど、事務局長がいらっし

ゃるんで、今回19年に３つ選挙がありますけ

ど、そういうような取り組みはいかがなもの

でしょうか。 

 それ言うのは、中には開票する際に職員の

方がスリッパを履いとんやね、スリッパを履

かんとシューズを履くと。物すごこう行動が

スムーズにいくということだけだったようで

すけど、新聞の記事では。それで物すごく開

票時間が短縮されたということが載ってまし

た。 

 それと、開票台をもっと狭くすると、そう

すると移動の時間も少ないし、やりとりの距

離も短いから。そういうこともあわせて開票

が物すごい時間の短縮ができたというような

ことがあったんですが、今年どういうふうな

考えをお持ちなのかお尋ねします。 

 それから、消防費の方が早いんかいな。い

や、消防費の前に農業費のところで、原池の

配水場のところの借料が上がってますわな。

あれいつまでやるんかいね、こういう仕組み

を。もう10年ぐらい続いとんかいねえ。何回

か前にも話したら、もうそのうちにやります

やりますということやったんやけども、あれ

山榮徳行から借りとんかいねえ。もうそれこ

そあの土地を買うぐらいの値段の金額を払た

んちゃうんかねえ。まあ、どういうことを今

後お考えになるんか。 

 それから、消防費のところで、消防団の退

職報償金が計上されとんですけど、これはも

う年々あることだろうが、このたび入団側は

どんなんでしょうか。確保されとんでしょう

かねえ。まあ、これも新聞の話ですけども、

政府広告なんかでも団員募集っちゅうような

ことが上がってます。そこで、太子町内で、

これは公式な用語じゃないかも分からんけど
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も、限界集落っちゅうような言葉があるよう

ですけど、太子町内でそういう集落はあるん

でしょうかな。まあ市街化区域はないと思う

わね。多分そういうことから思うたら、消防

団員の確保はなかなか難しいんかなあと思う

んですけどね。昔、町与と北村で町北分団ち

ゅうのがあったんやわね。それは、設備、機

械類の整備ができてなかったから町北という

ような組織でやったんだろうと思うんやけど

も、今は団員の確保ということも思いますん

で、たまたま限界集落という言葉があったも

んだから使いましたけども、そういうことは

いかがなもんでしょうか。 

 それから、農業費の中で、これは書いてな

いんやけども、農家台帳、この中に農家台帳

をご覧になる方はほんに少ないんですけど

も、実はこれは私個人が、自身が体験したん

やけど、こないだ３条申請するのに閲覧をお

願いしたんですが、今公開条例に従って請求

書を書けと、これはいいんですわ、ほいで見

せてもらったら鉛筆書きなんやな、農家台

帳、いまだに。あれ公式な文書やろ思うんや

けど、ここにも農業委員さんおってんやけど

知っとってかいなあ。知っとってないんかも

分からんな。ほいで、これは前は見せてくれ

と言うたら、はいどうぞという感じだったん

やね。だから割合気楽だったんや。ところ

が、最近は公開条例に従って開示の請求を書

けと、判子も押せということになっとんや

ね。ちょっとプライドも、もう腹は立たへん

ねやけども、何もおまえ外にきつくて中に優

しいというてこんなんひどいでよというて言

いましたら、課長も認めとんや、確かに不備

やということをね。そやけど、今年も予算に

計上されてない。これ、いつ、だれが、どな

いするんかいな。これ、農業委員の選挙の選

挙人名簿をつくるときに重要な書類なんやな

あ。ほいで、中身もやっぱりええ加減なこと

がようけ書いてあるわ。鉛筆書きでおまけに

中身も整理されてない。これ整理する機会は

２遍はあったんや、過去に、新農家台帳をつ

くるという時期と固定資産台帳を整備すると

き、２回あったんやん、それを皆ほったらか

しやったんやな。そら、首藤町長の責任とは

言うとらへんで、そんなこと言うとらへん。

聞こえるん。いやいや、ほんまこれねえ、余

り皆農家の人がおってないから関心ないんか

も分からんけども、こら重要な話だと思うん

で、今年当初予算にはないんやね。早いとこ

やった方がええと思うんやけども、いかがな

もんでしょうかな。 

 ４つほどお願いします。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、開票のあ

り方でございますが、以前に新聞でたしかそ

ういった記事が載っておりました。太子町の

場合は今現在それぞれの係を固定した形での

開票のあり方という形でさせていただいてお

ります。新聞の中には、たしか係をつくるん

ではなく全員がそれぞれの持ち場を移動して

いくという形のあり方だったと思います。た

だ、選挙管理委員会につきましては、別の行

政委員会でありまして、私もそこまで今回で

改正をどこまでやるのかということはちょっ

とまだ聞いておりません。詳しい話でした

ら、また予算委員会の方でお願いしたいと思

います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 消防団のお尋

ねでございました。入団の確保はできている

かということでございますが、来週３月19日

に分団長会を開催をいたしまして、そこで退

団、入団のお話をさせていただきます。この

３月中にその団員の数の取りまとめという運

びとなっております。本町の場合、457の定

員でございますけれども、実員につきまして

は若干下回っておるのが現状でございます。

予算の中身では、その457定数ということで

の予算組みをいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ２点ほどお尋

ねだったと思うんですけども、まず原池の原

勝線の北側の借地の件ですけども、これは福
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井大池の改修時に要らなくなるんではないか

というふうな予測をしておりましたんですけ

ども、今度ヒナサイ山の谷どめの工事とか雨

水の関係でもう少し水量の関係を検討してみ

た上で、どうしてもその間が必要であれば、

これまでの借地ではなしに買収形式にした方

がいいんではないかというふうには考えてお

ります。 

 もう一点、農家台帳の件でございますけど

も、今現在太子町内はオフコンでやっており

ますものをリプレース化ということで、今年

度19年度に入るわけなんですけども、そのと

きにシステムの一つとして農家台帳のシステ

ムがありますので、その時点で移しかえてい

きたいと、そういうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 横田六郎議員。 

○横田六郎議員 消防団員の話で定員割れが

あるそうですけども、前にも、ここでやった

かな、企業に対してのあの話をしたんです

が、それ以後変わりはやっぱりないんでしょ

うかな。というのも、やっぱり定員割れまま

でっちゅうのは何となしに不安を感じますわ

な、定員割れというたら、頭から。自治組織

とかいろいろ話はありよるようですけども、

やっぱり団員の確保ということに力を入れて

ほしいと思いますけどな。何かええ方策をお

考えでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） いい方策と言

われますと歯切れのいい言葉でお答えができ

なくなるんですが、極力定員の確保というこ

とで、分団長会においてもこれまでもお話を

させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 10番井川弘美議員。 

○井川弘美議員 ページ49ページの清掃総務

費の節19の負担金補助及び交付金のところ

で、大阪湾広域廃棄物埋立処理場建設工事負

担金799万7,000円、どのようなことなのでし

ょうか。 

 それと、２点目、ページ51なんですけど、

特産品について、町長は先ほどみそコロッ

ケ、みそ豚まんを奨励されておられました。

町長はこれを食べられたことがありますか。

市販で売っているものよりとてもおいしいで

す。商工会青年部が力を入れております。こ

の製品になるまで何回も何回もされて、失敗

に失敗を重ねたそうです。太子町の特産品と

して売り出すのであれば、補助金等どのよう

に考えておられるのでしょうか、お尋ねいた

します。 

 それと、ページ53、林業振興費の節13委託

料で、ヒナサイ山、これ「やま」と読むんで

しょうかね、地形測量委託料150万円と出て

おりますが、どこのことなんでしょうか。 

 で、４、ちょっとこれ間違っているかも分

かりませんけど、間違っとったらごめんなさ

い。ページ61、消防費のところの節19負担金

補助及び交付金で、兵庫県消防協会揖保郡支

部負担金とありますが、揖保郡は太子町しか

ないように思うのですが、どのようなことで

しょうか。 

 それと、ページ85、地域手当が前年度より

本年度の方が増えているのはなぜでしょう

か。 

 以上、５点お尋ねいたします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） まず、農林水

産業費、林業振興費のヒナサイ山の地形測量

委託、これについてお答えいたします。 

 これにつきましては、原池団地の南側の山

でございます。これまで谷どめ工といいまし

て、水で谷筋が荒れましてそれをコンクリー

トで防御してるところがございます。それか

ら、それが中腹でとまっておりますので、そ

れから下流に対して再度そういう工事をしま

して、下の川まで流してくるといったことの

事前の地形測量の費用でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 特産品の関係でござい



－163－ 

ますが、おとついの昼食にもいただきまし

た。また、みそまんですね、みそまんもいた

だいたところでございます。みそまんの方は

私にとっては若干甘過ぎるなというあれは持

ったんですが、それは人それぞれのあれでご

ざいますんで、そうして研究にいろいろと改

善を加えられてやらてるというのも十二分に

承知いたしております。だから、先ほども申

し上げておりますように、それが太子町の名

物としてとらえられるように、特産といいま

すか、そのようになっていただければなと、

このように思っておるところでございます。

商工会の青年部の皆さん方の努力には感謝を

いたしておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 町長、今の補助金…

…。 

○町長（首藤正弘） あ、補助金の関係です

が、やはり何か起こすとなりゃ補助金補助金

となりますんで、やはりお互いが商工会は商

工会として自分らで一遍考えてみようやとい

う取り組み、私はお太子さんでも販売された

ということも聞いておりますし、ぜひともそ

うした中で経費関係が生じて、どうしてもそ

うした対象でやらなければいけないというこ

とでご相談を受ければ考えたいと思います

が、でき得るだけ皆さん方のお力をお借りし

てやっていただきたいなと、このように思い

ます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 大阪湾広域廃

棄物埋立処分場の建設工事負担金でお尋ねで

ございましたですが、これもうずっと以前か

ら大阪湾の方へ近畿圏広域で埋立処分場を設

けるといったフェニックス計画の中での一環

でございまして、ここで本町の廃棄物におい

てもそちらの方に過去数年度運び入れており

ますが、それの処分場の負担金でございま

す。 

 と、消防の揖保郡支部は一体どういうこと

かということでございますが、これも消防協

会、上部機関がございまして、それぞれの上

部機関から末端までの機関で構成をされてお

ります。内容的には、上部機関への負担金が

その支出の内容となっております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 地域手当が前年

より増えているということでございますが、

この地域手当は本年度より地域手当という名

称になりまして、前年度につきましては調整

手当５％の支給がございました。その５％の

支給の中から職員の給与減額ということで調

整手当を３％減額しまして２％の支給という

形でとらえておりました。ところが、この

18年度からの本俸そのものが給料表が若干全

体的に下がりました関係上、地域手当という

形の中で３％を出しておるという形でござい

ます。トータル的には調整手当、従来５％出

ていたのが３％になったと。その中でもとも

との３％減額させていただいた本俸につきま

しては復活をしております。復活しておりま

すが、人勧によりますその給料表の見直しに

よりまして本俸全体が下がっておるという結

果でございます。 

 給与すべてにおきまして、この一般職の

85ページ全体におきましては、比較としまし

てはマイナス要因があるわけですが、この地

域手当につきましてはそういった関係で２％

から３％に上がっているという結果でござい

ます。 

○議長（熊谷直行） 井川弘美議員。 

○井川弘美議員 特産品の件で、町長は、商

工会は商工会でまあできるだけというような

ことをおっしゃられましたんですが、太子町

の特産としてもし出されるのであれば、いち

じく会とか夕市とかみそ会館、生活研究グル

ープにも何らかの補助金がおりておりますの

で、もし商工会じゃなくして太子町の特産品

として出されるのであればもう一度考え直し

ていただきたいと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

 それと、地方交付税が１億3,200万円減っ



－164－ 

ております。町長は、単独で行くと４、５年

しかもたないとも言われてこられました。財

政難のときに地域手当が上がっていくのはな

ぜなんでしょうか。今お話聞いていました

ら、全体が下がっているというようなことで

したが、財政難で各種団体の補助金がカット

されているのに、職員の地域手当が出てる

の、これをカットして財政につなげるという

こともできないんでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、地域手当

でございますが、これは上げたんではなくし

て、本来５％あったものを２％、職員の給与

削減と、削減というよりも減額ということで

２％を支給してたと。そして、組合の中で

は、平成17年をもって終わりという形の中

で、今現在は調整手当という言葉はございま

せん。地域手当という言葉に変わりまして、

そのまま３％を支給してる。本来であれば

５％ですが、国の地域手当の支給基準から言

いましたら５％は多いということで、太子町

におきましては３％ということでございま

す。 

 今回、去年より上げたということではなく

して、本来５％の分を今まで３％落としてお

りましたが、これ独自の落とし方でございま

した。それを５％上げるんではなく３％にし

たということでございます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） みそコロッケの件でご

ざいますが、特産という補助の関係、今やは

りそうして皆さん方試行錯誤されて、それぞ

れが努力をしていただいております。私ども

は当初みそづくりにつきましては特産という

位置づけで奨励もし、地場産としての太子味

噌という位置づけで減反にあわせて補助をつ

けたところでございますが、今回のみそコロ

ッケにつきましてはやはり今若い皆さん方が

頑張ってやろうということで努力していただ

いておりますので、その点は私は大いに奨励

していただいて、どうしてもこういう部分で

補助の対象にしてほしいんだということであ

れば、長期の補助じゃなくして短期的には考

えてもいいんではないかと、このように思っ

ております。 

 今、皆さん方が試行錯誤されております関

係上、私はそうしたご努力に対しては敬意を

表し、また余りどんどんどんどん、はい、そ

れについては補助を出しますというようなこ

とは避けていきたいと、このように思いま

す。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 井川弘美議員。 

○井川弘美議員 町長のお考えはよく分かり

ました。おっしゃられることは本当にごもっ

ともだと思いますけれども、太子町の特産と

して、私も商工会に属しておりますので、で

きれば成功させたいと思っておりますので、

その節はどうぞよろしくお願いいたします。 

 それと、地域手当の件ですが、５％をそれ

を単独で３％に下げたということでしたが、

去年も３％じゃなかったでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 職員の行財政改

革の一つとしまして、一般職については給与

３％減額、特別職につきましては６から８と

いう形で現在やっておりまして、それがその

３％の減額を、たしかおととしの12月でした

か、人事院勧告によります全体の給料そのも

ののランクがかなり減額されるといった中で

この話、地域手当が多分出たと思うんです

が、従来５％の調整手当というのが出てた中

で、太子町の一般職につきましてはその調整

手当から３％減額するということにしており

まして、それが復活したかわりに地域手当そ

のものは３％で置くということで、最終的に

は従来よりもまだ２％落ちてるといった状態

になっております。 

 ただ、今調整手当と地域手当という違いの

中で１％増えたような状態が出ております

が、次のページの87ページの方、職員の給与

及び職員手当の状況といった中でこれを見て

いただきましたら、19年と18年の平均給与月
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額それぞれ年齢が同じであっても、本年度に

つきましては本俸そのものが落ちておるとい

った中で地域手当が支給されてるということ

でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 17番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 ５点お尋ねします。 

 先ほどの代表質問でも放課後子どもプラン

のことを再質問しましたが、どうもこちら

へ、この席に帰ってきまして予算書見て少し

理解に苦しむことがございまして、実は歳入

の19ページ、歳出の72ページに予算が載って

るんですが、今年度はこの学童保育も片方で

しながら放課後子ども教室も取り入れるよう

なことかなと、予算書を見るに思うんです。 

 先ほどの説明の中で、将来的には居場所づ

くりのものと、それから小学校の学童保育園

事業ですか、これが一つになる新しいプラン

のような説明があったかと思うんですが、将

来的にはやはりそのようになっていくものな

のかどうかということをまずお尋ねをしてお

きたいと思います。 

 それから、もう一つ、この件で、目標は毎

日ということを言われてましたが、毎日とい

うことは日曜日から土曜日まで要するに毎日

ということなのか、やはり日曜日は休みにな

るのか、そこらあたりを説明してください。 

 それから、テレビの受信料というのがそれ

ぞれの款ごとに何カ所か出てきますが、予算

の立て方はそれぞれ計算の仕方が違うから１

台当たりの単価がまちまちなのかなと思った

りもするんですが、計算が正しければ総額

65万4,000円あったように思うんですが。何

が聞きたいかといいますと、ご存じのように

2011年から地上デジタル化になります。この

19年度からたつのの中継所も多分デジタル化

になっていくと思うんです。将来的に地上デ

ジタルになりますと、もう雑な言い方、分か

りやすい言い方をしますと、中継所が直視

で、肉眼というんですか、それで見えるとこ

ろはテレビを受信できますが、どうも物陰、

例えば建物の陰、当然山陰なんかはそうです

が、そういった山陰のようなものがあります

と、どうも電波は来ないようであります。そ

ういうことを考えますと、これからこういっ

た各施設にありますテレビのあり方というも

のも今後考えていかなければならないんじゃ

ないかなと思います。 

 それから、もう一点、余談ですけれども、

ＮＨＫは料金下げえと言うたのに下げへんと

いうようなことを言ってるわけですから、共

同アンテナ化して少しでも、例えば太田の幼

稚園と太田小学校の場合でしたら共同アンテ

ナにすれば黙っときゃ１本でいいんかなと思

ったりしますし、近所のその辺の多分近隣の

方かて太田小学校の付近の方は多分片山は見

えないと思いますから、映りにくいんじゃな

いかなと思うんです。そうしたときに、共同

アンテナが建てばそれを利用するというのも

一つの方法かなと思うんですけども、先ほど

から言ってますように、電波の性質を見ます

と、逆に南向けたら見えるかもしれないんで

す。四国を向けたら見える可能性があるそう

なんです。ですから、この地上デジタル化に

よってテレビがどうなるか分からないので、

このような現在テレビの受信料が各予算に上

がってますので、一度早い段階で調べて今後

の対応をされたらどうかなと思いますのでお

尋ねをしておきます。 

 それから、49ページに資源ごみ集団回収奨

励金がありますが、新聞見てますと銅線が夜

中のうちになくなったとかと言われてますけ

ども、どうも最近こういった資源が一部高騰

しているようであります。町長いろんな補助

金を削減されてますので、一度こういう実態

も調べられて、もし要綱にあります目的と外

れているようなことになっておれば、この際

整理していかれたらどうかなと思いますので

これも一度調べてみてください。 

 それから、26ページに文書配達の業務委託

があります。つい最近のことですが、実は私

のところに来る書類が同じ名前のよそのお宅

へ配られておりました。教育委員会からの資
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料でありましたが、あってはならないことが

本当最近あったことなんであえてこの席で言

わせていただきますが、しっかり配ってもら

うように、多分これシルバーさんにお願いし

てるんじゃろうと思うんですけども、ちゃん

と新町自治会長って書いてありました。それ

がよその自治会に行っとんですわ。よろしく

お願いしたいと思います。 

 最後に、ページ55ページに、県単独事業急

傾斜地崩壊対策事業負担金、太子山の斜面と

いう説明がありましたが、ごめんなさい、北

斜面、西斜面、場所とそれから規模といいま

しょうか、例えば立岡山の北斜面をしたよう

な感じ、あのような工事になるのか、説明を

お願いします。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） まず、１点目の放

課後子どもプランの関係でございます。 

 最初の質問にもございましたように、子ど

も居場所づくり、これは土曜日や日曜日を利

用して、太子町で一本化していろんな施設で

やっていると。これが子どもの居場所づくり

の事業です。 

 それと、ご案内のとおり、学童保育、これ

は留守の家庭の児童の生活の場を提供しよう

ということで学童保育事業、これは有料でご

ざいまして午後の７時まで預かっておるとい

う状況でございます。これを最終的には３年

かけてこの放課後子ども教室型とクラブ型と

いうふうになるようでございますけども、こ

れはすぐほんなら19年度かということになり

ますと、ここら辺が検討の余地がございます

けども、太子町におきましては答弁させてい

ただいたように、将来的には月に３、４回、

土曜日も含めて実施していきたいと、これも

準備ができ次第と。その中には、運営委員会

も立ち上げて、企画、運営、そういう検討も

行います。そういう関係で、問題点はどうい

うところにあるかといいますと、この放課後

子どもプラン、１年生から６年生まで無料と

いうことでございまして、そしたら中には塾

で帰る児童もおられる、いや帰ってから少年

スポーツクラブに行く、いや私は残っとこ

か、いや、そういう方もいろいろとございま

すんで、ほんならその終わった後、そういう

帰り道、帰宅の方法はどうするかといろんな

問題がありますんで、そういう運営委員会を

立ち上げながら、当面はできたら準備ができ

次第、土曜日ぐらいを一遍やってみようとい

うようなことで考えております。その中に

は、安全面については安全管理、またコーデ

ィネーター、それとボランティアの方々、そ

ういう配置も必要でございますんで、またそ

ういう組織化もつくらなければなりませんの

で、言いましたように一遍に４月から導入が

すぐできるかということになりますと、なか

なかそうはいかないのではないかというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） デジタル化の関

係でございますが、共同アンテナとか料金の

関係がございます。デジタル化につきまして

は、最終2011年ということを思っておりまし

たので、まだ時間的な余裕があるということ

でそこまでは考えておりませんでした。た

だ、ご指摘を受けましたので、またどこか、

財政課かどこか窓口をつくりましてそういっ

た検討をさせていただきたいと思っておりま

す。 

 それと、文書の配達につきましては、おっ

しゃるとおりシルバーの方でお願いさせてい

ただいておりますが、今後間違いのないよう

注意をさせていただきます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 資源ごみの集

団回収の関係でございますが、金属の高騰の

今の社会情勢を踏まえての要綱の見直しとい

うご質問だったかと思います。私も金属云々

の情報といいますかニュースは見聞きしてお

りますので若干頭にはございますが、本来の

回収運動そのものをとらまえますと、やはり

従来からごみの減量化ということの中の一つ
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の位置づけをいたしておりました。それと同

時に、住民の皆様の環境問題に対する意識の

高揚といったことが同時に図れるというとこ

ろで重視をしている一つでございますので、

私も頭にございます。で、今議員の方からも

言われましたので、見直しにつきましては担

当課と検討はいたしますが、基本的には今申

しました大きな目的といいますか要素がござ

いますので、基本的にはこれは続けていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 県単独事業急

傾斜地崩壊対策事業負担金の件でございます

けども、これは太子山の北斜面の傾斜がきつ

くなっておりますので、その部分の工事、

19年度はそれに対するボーリングと詳細設計

に係る事業費の１割分を負担するといったこ

とでございまして、まだ工法等決まっており

ません。大体地形見ていただいたら分かりま

すけども、東半分が家のすぐ近くまで接近し

ております。西半分はたしかちょっと２、３

メートルの余裕があったというふうなように

記憶しております。ですから、工法自体はど

うなるか分かりませんけども、今後の詳細設

計の中で決まっていくといったふうなことで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと助役に苦情を言お

うと思うとんです。というのは、先ほどのこ

ととちゃうんや。一般会計の説明で、いか

に、私もメモするのは嫌いな方じゃないん

や、だけどもせめてメモをとりよんやから、

やっぱり時間が長くかかったらみんなおもし

ろくないんやけども、説明をゆっくりしても

らわないと、言えば読んどる者と書きよる者

というたらごっつい差があるんやでね。だか

ら、私が言うことがいきなり言われたって答

えできへんがなということと同じで、やっぱ

り当然考えたり、また決算の場合だったら執

行したことやから、私何回も言うけどもすぐ

に答えられることやろうと言いますが、やっ

ぱり議員をもうちょっと尊重、ほいで一緒に

なってまちづくりやる気だったら、この予算

書の説明欄にせめて、前から言ってるんだけ

ども、基礎的な助役が説明しているような数

字的なものが付記できるはずなんです。 

 それから、今回のこの説明資料、これでも

歳入は一応、全部とは私はようできてますと

はちょっと言わんのやけども、まあまあ根拠

的なものの各科目で説明があるんですよ。ほ

んで、ただ他の会計については一応それぞれ

一定の根拠が、人数も増えたりしてこういう

ふうになっておりますと、こういう説明があ

るわけです。ほいで、これを議員が読まない

で聞いたら、そらおかしい。だけども、間に

そこを読み忘れたり見忘れとる者もおるかも

しれん。だから、そんなことを責めてもらう

と困るんやけども、やはり説明しているもの

を少なくとも提示をできるように準備いただ

きたいと。それで、あとは書いてることは省

略しますでも結構だと私は思うんです、皆さ

んどなん思うか分からんけど。後、議会運営

委員なんかできちっと議会の運営のあり方、

提案の仕方のあり方とかというのは検討した

らええんだけども、省略してもらうことは、

書いてあることまで余分に書きよると間違う

て書いたら、どっちがほんまやということに

なるんで、だからこういう説明の資料を添付

するということを求めたいと思うんです。そ

やないと、なかなか書いたら書き間違えも当

然人やから出てきますんで、だからそういう

ことのないように添付できるような資料にし

てもらいたいなと思います。それについて、

ここでも公式に答弁を求める、１つは。い

や、今違うで。それで終わるんちゃう。それ

で終わるんなら世話ないか分からんけど、そ

うじゃないんです。要は、ほんまに予算対比

で説明資料をつくってくださいと、つくって

提示してくださいというのはそれです、皮肉

言いましたけど。 
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 あと、この予算書できょう総括でも伺った

んやけど、もう一つそれの答弁がないのは、

この説明資料の中でも一応新規の事業、継続

の事業、例えば４ページあけてもらえます

か。資料の何の４ページやというたら一般会

計予算概要説明の４ページ、４ページね、あ

きましたか。これで、一応継続、新規の事業

は、毎年ですよ、これ今年だけじゃないんで

すけども、一応こういうふうになっておりま

すと。「健康でいきいきと暮らせるまち」

で、新規の事業は、後期高齢者医療で

2,200万円というふうに上がってますわね。

だから、これらで果たして、このことだけじ

ゃなしに、新規の事業、それから継続事業、

それぞれで実際予算を立てて予算を終える段

階でどこまで到達しとるんだろうと。これで

は、この程度この程度ではちょっと分からへ

んでしょう、だれが見たって聞いたって。だ

から、この年度でこれ、こういうことをやり

たいというような形になり、それで時限的な

ものももちろんあるんです、３年とかこうい

うふうに、補助の関係なんか含めたら。そう

いうことをそこで整理して説明をしてもらい

たいというような、これ総括でも言ってたこ

となんですけれど、それは説明がちょっと省

略されとんやね。省略したんか……。 

（「いえいえ準備しとったんです」の

声あり） 

○桜井公晴議員 いやいや、そないなこと言

うもんじゃないと思うんや。ただ、これは説

明を今からしてもろたらええ思うんや。だか

ら、私は言うたということを言よんですよ。

聞いたことについては答えてくれというて言

よるわけやから、そういう点ね。 

 それから、情報公開についても、料金抵抗

を外すことによって、より利用しやすくな

る、今もありました、それについても今答弁

ないんであえて答弁求めたいと思います。無

料に私はすべきやと思います。 

 それから、特別会計、企業会計、全会計で

定員管理の適正化ということで、条例定数に

ついては退職者不補充の方針が打ち出されて

おるんです。今後少なくとも総合計画の最終

年度、22年だったかね、それまでの人員計

画、こういう体制で年々予算執行業務に当た

りますということを説明をしてほしいと思い

ます。 

 予算総額は、言うまでもなく163億3,383万

7,000円なんですけれども、これらの事務事

業を執行する体制ですけども、これには賃金

等で上がってるように、任用形態の異なる職

員、嘱託職員、そういう者が携わる、さらに

は業務委託のシルバー人材センター、さらに

は民間委託のようなものが出てくるわけです

が、委託料はトータルいたしますと、全会計

で見ますと約10億円だと思うんです。実際計

算しても、合わせて９億9,563万3,000円です

かね。だから、これがかなりの規模に膨れよ

んですよね。だから、これらのことも、自前

でやることについては自前でやるというよう

なことも含めて、委託の責任と自前の効果、

ほいで職員が今の段階でいきますと技術職が

一般職の仕事をするという形をとったりし

て、そういう説明があるわけですけども、私

は管理監督に当たるような職員はそういうふ

うな形でやるべきだと思ったりしますので、

また測量等も含めて、資格を持っている者

が、そういうものにも事務を執行すると、こ

ういうことによってもっと違ったことができ

るんじゃないかと思いますので伺いたいと思

いますが、その点。 

 それから、経費の節減を含めた問題として

は、先だって神河町、これ２つの町が合併し

てできた町なんですが、新聞紙上でも出して

いるように、今年度の予算、町長ら特別職の

期末手当全廃というようなことでいろいろし

のいでいくと。で、やっぱり幹部のそういう

取り組む姿勢が全体にも影響を与えるという

ことで、率先垂範してこういう取り組みをし

てしているということでありますから、これ

らを見て何か考えることはありませんかと、

こういうこと。 

 それから、網干たつの線の計画のことで突

っ込んでちょっと、今後のこともありますの
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で、また地元の方でも心配されておりますの

で伺っておきたいと思いますのは、この路線

は基本的に言えば都市間連絡道路という性

格、いわゆる通過交通的なものを主としてつ

くるものですわね、姫路の山崎線につないで

いく形でありますし通過交通対策、その一方

では生活道路でもあるわけなんですが、やは

りこの通過によって南北横断の利便と交通安

全対策が必要だと、南北ね。同時に、今後の

洪水、浸水との関係で、最終の路面高、高さ

です、が大きく問題になる。先日も排水の関

係で播洞川と、播洞川はしまいに揖保川の支

流にぶつかるんですけども、一方ではその一

部は大津茂川水系に流れますと。しかし、実

際に播洞川も大津茂川水系の大津茂川に至る

までの排水力が足りるとはもう全然考えられ

ないと私も思いますし、地元の人もそうおっ

しゃってるんです。ほいで、堰が立つときな

んか堰の開閉については上の方には権限がな

いから水浸しになるんやということもありま

すと。こういうことを含めてですけども、路

面高がいろいろ問題になりますので、少なく

とも路面の高さを。ほいで、南北横断は多分

10本ぐらいあるんじゃないかと思う、小さい

のを含めて。最低限やっぱり今の生活道路の

路面高、南北横断している、それと合わせる

ような形でやってほしい。また、当然やと思

いますので、こういう具体的な用地から始ま

ってさらに建設、施工というて22年、23年と

おっしゃるわけですから、こういう面を心得

て対応するということが地域からも強く求め

られていると思いますし、私も思いますの

で、その点説明をいただきたいと。 

 それから、今年度一応考えないといけない

問題としては、高齢化で外出等も困難になっ

てくる中で、ここのバスは廃止になりました

んですが、福祉タクシー的なもの、いわゆる

代替措置です、そういう点では隣のたつので

は一応福祉タクシーの件をこうこうして利便

を確保すると、ほいで一方でコミュニティバ

スも一応運行しておると。コミュニティバス

を運行せえと言うてるわけじゃないですが、

代替措置的なことは当然考えておかなきゃな

らないと思ったんですけど、ちょっと全体的

には見当たりませんので、これについての基

本的な考え、今後の取り組みについて説明を

求めます。 

○議長（熊谷直行） 助役。 

○助役（八幡儀則） 先ほど冒頭、桜井議員

から苦情といいますかそういうお話があった

んですが、私たちも何も好きで早くしゃべっ

てるわけではないんですが、実は。やはり時

間的なことを考えた中でちょっとスピードア

ップしてるそういうことでございますので、

今後もう少しスローで説明していきたいとい

うふうに思います。何も議員さんを軽んじた

とかそういう意味ではございませんので、誤

解のないように特にお願いしたいと思いま

す。 

 それから、あといろいろ出ておりますが、

今出てました、各部長がおりますので部長か

らもあると思いますが、情報提供の中の料金

抵抗というお話でございますが、無料にすべ

きだということでございます。ただ、これに

ついては、やはり受益者負担の原則で、これ

はある程度はその受益をこうむる人には幾ら

かのやはり負担をいただくというのは、これ

はいいのではないかというふうにも思いま

す。積極的な情報提供の中で無料化するとい

うことは一つの案かもしれませんが、現在太

子町の場合は幾らか有料でしているというこ

とでございますので、ご理解お願いしたいと

思います。 

 それから、退職者の不補充をすることによ

って任用の形態が変わって、シルバーとか民

間委託等があるんではないかというようなこ

とも今おっしゃったんですが、シルバーに委

託する場合、あるいは民間委託といいますか

そういう委託料の中で、やはり専門性のある

ところについては民間の専門を持ったところ

で、職員ができるところはできるだけ職員で

対応いたしますが、委託料についてはやはり

専門的なものについては、これは委託に出さ

ざるを得ないというふうにも思いますので、
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その辺のところもご理解を賜りたいと思いま

す。 

 それから、神河町のお話も出ましたが、神

河町についても思い切った施策を確かにされ

ております。太子町の場合も、ご案内のよう

に８％、７％、６％の賃金カットという対応

でいたしておりますので、その点についても

お願いいたしたいと思います。 

 それから、揖保線の関係で、おっしゃるこ

とは十分分かります。県事業あるいは町の事

業とのリンクしていくというですか連接事業

でございますので、太子町が施行するとこだ

けがくっとこう引くというのは、そういうこ

とはまあ無理と思います。そういう意味で

は、できるだけ地域の住民の方々の意見も取

り入れながら設計するのが当然だと思います

が、ただこれについてはやはり今現在ある沖

代線、それから網干たつの線の堤防からのこ

とを考えますと、若干素人判断でも議員がお

っしゃるような不都合というのが出る箇所が

あるかもしれませんが、それについても何ら

かの対応策というものは考えられるんではな

いかというふうに思います。 

 それから、コミバスの絡みですが、これは

コミバスについてはやむを得なくやめたもの

でございます。これについては、国庫補助事

業がある間何とか試行的にやっていたと。こ

れについては、合併をとらえた中で、私ども

としては、１市あとの３町がコミバスをして

る状態の中で合併ということもない場合に

は、これは太子町が逆に置き去りにされると

いうようなこともありましたので、逆に補助

ができるだけもらえるのを、必死に補助に見

合うものを考えたといいますか探した中でコ

ミバスを２年間させていただきましたが、利

用状況についてはご案内のように日17人か

18人ぐらいでございましたので、これについ

てはやむなく撤退したということでございま

して、それと面積ということを考えると

22.62平方キロメートルの狭い地域でござい

ますので、他の地域とは若干事情が違うので

はないかという判断で中止をさせていただい

たところでございまして、19年度でご案内の

ように福祉タクシーとか福祉バスということ

については今のところ考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、今私は先ほども早

口のどうこうと言うたけども、できたら皆さ

んにこの資料の中に書いてもええようなこと

は書いていただいた方がええなと、それで省

略してもらった方がええなということを言よ

んですよ。何も、結局は時間の都合でそうや

ったんやろうというふうなことは前から先の

助役もありまして、ここで言ようたのをあん

たは聞いとるだろうと思いますけども、やっ

ぱり読み上げる資料をつくっていらっしゃる

んやから、それはちょっと手を加えればもう

今コンピューターの時代やから歳入の説明の

ような形ででもできるんじゃないかと。それ

から、他の特別会計の形のようなことは取り

入れられるんじゃないかと。もうその説明文

としては余分なことになりますから、こうい

う考え方、こういう基礎に立ってこの予算に

なっておりますというぐらいの説明資料にな

るんじゃないかなあと思うんで言よんです

よ。それは、そしたらあとはここに書いて、

何ページに説明しておりますということで済

ましてもろた方が、私はええんですけど皆さ

んもいいんじゃないかということで皮肉言い

ながら言うたのが怒ったて、そらそういうこ

となんですよ、私が言よんのは、聞いてもら

いたいのは。意味、この私が言よる省略して

もらって結構ですよという意味で、私はそう

思とんです。 

 それから、また抜かしてくれたんやけど、

これ予算委員会で説明するんかいな、何か私

が言よることは聞かんていうことか。あえて

もう一回言うたんやで、３回ほど言よんや

で、これは。ほしたら、やっぱりこれはこう

いうことになってますというて説明求めたや

ないか、今。だから、それを言うとんです

よ。それは後説明してください。 

 それから、情報公開、助役が言う受益者負



－171－ 

担ていうのは情報公開を求めてかなり受益を

得るような情報ならそれは料金が要ると言わ

れてもええ。そやけど、行政一般情報で必要

な情報、一方ではたまには行政監視情報もあ

るでしょう、だけどそれらは行政のために欲

しいという情報ありますわな、今までに請求

された中にもあると思うんですよ。だから、

そういうものについては300円取るというよ

うなことであってはいけないと思うから言よ

んです。受益を得るようなことは受益者負担

で何もそのことに批判をするわけではないで

すけども、そういう面を含めて無料にした方

がええと。 

 それから、任用形態の異なる職員との関

係、ようちょっと聞いといてくれるか。い

や、これは今225とかという定数の関係があ

りますわね。それが任用形態の異なる職員を

合わせれば300人体制っていうのは、今は人

数で１人当たりの人口、こういうことでいろ

いろ比較されたりいろいろするけれども、実

質は任用形態の異なる職員によって執行体制

が確立される。だから、この163億3,383万

7,000円の事務事業の執行に当たる総体の職

員は任用形態の異なる者も含めて何人やと。

そうでなかったら、ほんまにだれがどう仕事

をしてこれをこんだけの仕事をするんやと。

で、一部はやっぱり委託に回ったりして、委

託になってる分が増えていって今10億円に近

い９億9,563万3,000円やと私言うたんや、全

会計ですよ、全部の会計ですよ、一般会計だ

けじゃないですよ。だから、体制は一体何か

ということと今後の人員計画、総合計画の実

施、いわゆる最終年度に向けてのこれらの事

務を行うに当たって定員管理と条例定数の関

係がありますけども、退職者不補充をして、

それで全体的には最終年度までの人員計画と

いうたら、一体臨職含めて人員体制何ぼでこ

の事務職を行おうとしてるんかということを

聞いとんですよ。委託に変えようとかという

て委託に変えよう部分もありますけどね。だ

から、そういうことを伺ってます。 

 それから、原勝原線のときに、助役も建設

かどっかにおられたんやと思うけども、あの

ときにこの場でも、ちょうど浸水等がありま

して、ほいでいわゆる路面高をとことん抑え

るんやと。その当時の建設課長西尾さんだっ

たかどうか、もっとその後の人だった分から

んけど、それがもう肝に銘じて設計協議やり

ますと言うて、２号線が邪魔になって２号線

の北側がいわゆる今の179です、それが排水

障害起こしてその上が床上やら床下について

51年災以降もいろいろありましたと、そうい

うことの浸水の危険にさらされるようなこと

があって、原勝原線については道路の高さを

調整するということで、今あれを越えるんで

すよ、越えるようにしておくべきやというて

したんですね。それで、それも通過交通でや

ったんです。通過交通やけど、もうそんなと

きは水が道路の上を越えたらええということ

で、あれは一つの２号線の教訓からやったん

です。今回の場合も確かに橋りょう等の取り

合いでどういうふうになってくるんかまだ私

も想像はできまへんけども、少なくとも吉福

の荒神さんがあるとこら辺から下の下河原の

方へ、余部の方へ行く道が１本一番最初にあ

るんじゃないですかね、連絡道みたいな、堤

防までに、主な道路としてはですよ。だか

ら、そういうところから始まって村の中か

ら、同じ吉福の中でも新興地ができてるとこ

ろへ、あっこも低いです、そういうふうに取

り合うていくと。で、みんなそのおかげで、

水が出たときに南北の排水がきかない、邪魔

になって必ず堰の役割を果たすということで

皆浸水にさらされとんですから。この２号線

の上もそうだし、それぞれの障害物になって

るわけだから、それらの教訓を生かしてほし

いという意見がやっぱりあるんです。だか

ら、路面高を極力抑えるということと、交通

安全対策、南北横断の安全な横断、生活道路

が侵されるということ、そういうことで沖代

線の高さにつながれたらかなわんよって言う

んですわ。あれそんなに高くないけど高いで

すわな、今沖代線の路面高。あれにつなぐん

やなしに、もっと低いところと整合させてほ
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しいと。当たり前の意見やから私は言よんで

す。それで、あとの排水処理、暗渠をつくっ

ても受けていくところがなかったら水がはけ

ませんということなんで、それらのこともよ

く考えてほしいという意見が出ておるし、ま

ずは路面高さえ下げておけばそれを越えると

いうことなんで、そういうことを県との協議

をしっかりやってほしいなあという意味で私

は今質問しよんですよ。だから、そこらを抑

えてほしいなと思います。 

 それから、今は考えていないというもの

の、だんだん高齢化する中で、みずからが行

動しにくくなった人たちに必要な策として、

たつのも今まだそういうコミバスにあわせて

福祉タクシー券出したりしてるんですよね。

それはよう知っとってのことですわ。そうい

う面で近隣のこともよく参考にして、取り入

れるべきでは今回なかったかと。それに実際

その対象者に何ぼ経費がかかるんかなという

て、その試算した上で今年は取り上げなかっ

たというのは代替の交通手段というのは必要

だということは、必要ないとはおっしゃらん

と思うんですけども、そういう面で前から言

ってるようなことについて対応する予算にな

っていないから聞きよんです。いかがです

か。 

○議長（熊谷直行） 助役。 

○助役（八幡儀則） まず、１点目の資料の

ことでございますが、議員がおっしゃるのも

もちろん分からんこともないんですが、太子

町の場合は、非常に十分な資料といいます

か、私どもはそういう意味では対応的には議

員各位にご理解いただけるようにしていると

いうふうに思っております。ご指摘の点につ

いては、いろいろ今後検討はいたしますが、

先ほど申し上げましたように、他市町よりは

多分資料的には十分な提供をできているとい

うふうに思っております。 

 それから、新規事業については、そうした

らまず皆お手許に実施計画が、グリーンのが

行ってると思いますので、それで簡単にかい

つまんでご説明申し上げますと…… 

（「予算委員会で聞く」の声あり） 

 ああ、そうですか、いやいや言わなんだと

いうて言うたったからね。 

 予算委員会で、そしたら。これを、実は端

的に申し上げると、これを見ていただければ

ある程度はご理解いただける分があると思う

んですが…… 

 それと、そうしたら予算委員会でそれにつ

いてはまた概略申し上げてもいいんですが、

それから原勝原線のことを例でいろいろ今議

員おっしゃったんですが、原勝原線は私もそ

ういった工事の段階では実はいなかって、今

首藤議員と一緒に用地担当でおりました、も

う古い話なんですが。だから、そのとき若い

もんですから、そういう今おっしゃるような

ことは全然私は把握してなかったというんか

用地買うだけのことで、路面高とか云々は全

然考えたこともなかったんですが、ただ同和

対策室にいるときに、あるところでの道路、

今まさにおしゃるような東西の道路をつける

に当たってそういう地元要望が出たのを覚え

ております。そういう意味では、水というこ

とについては理解をしてるつもりですが、先

ほども申し上げましたように、これは町単独

でじゃないんですね、やはり県、それから姫

路市、竜野土木、それから太子町と４者のこ

の、それからたつの市と言うと５者が連接し

たような事業でございまして、そう言って、

いや分かりました、そういうことを十分考え

てしますわとはここで申し上げられるような

状態ではないと思いますので、ご容赦をいた

だきたいと思います。ただ、そういう思いと

いいますか理解できるところでございますの

で、そういう意味ではこちらからもそういう

話にしてはしていきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、コミバスのことでございます

が、先ほども本当に申し上げてもう恐縮なん

ですが、太子町はやはり他市町と、ましてた

つの市さんとは全然条件が私は違うと思いま

す。非常に広い地域で、谷一本入れば太子町

の南北ぐらいは入ってしまわな１つの集落に



－173－ 

いけないようなところと、太子町の場合はも

う端から端まで行っても４キロ、５キロの世

界でございます。その中で、福祉の場合は、

それはおっしゃるようにしていったらいいと

いうのはもうこれは十分分かるんです。だけ

ど、今の太子町の状態であれば、ある程度我

慢していただく面もあるのではないかという

ふうな考え方でございます。状況がもっと好

転すれば、そういったことを施策で取り入れ

て住民の皆さんの住みやすい太子町というこ

とができると思いますが、今はご不便かける

かもしれませんが、議員の各位にはご理解を

賜りたいと、このように思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 全会計での定数

ということでございますが、職員の分につき

ましては集中プランで22年までの職員の定数

計画が出ております。最終的には、まちづく

りビジョンの中で申し上げましたように、職

員だけに限って申せば、平成28年までの間に

40名削減して、最終的な職員数は187名にす

るということでございます。現在、計画上よ

りも、勧奨退職というのがやはりございます

ので、18年４月現在209名に対しまして19年

４月では職員は197名と、全会計合わせまし

て197名でございます。それと、嘱託職員に

つきましては、18年度では59名に対しまして

19年度では58名という数字でもって業務をす

るということでございます。そのほかにパー

トさんがおられますが、最終的な嘱託職員、

パートといいますのは、計画の中に入れて成

り上がるものではございません。やはり正規

の職員数にプラス、嘱託職員もある程度固定

された部分がございますが、その中で臨機応

変に対応していくということでございますの

で、全会計合わせた正規職員、嘱託職員、パ

ートを合わせた定数の計画というものは作成

はいたしておりません。 

○議長（熊谷直行） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 実際、今年の賃金が２億

1,400万円でしょう、全部合わせて。給料が

８億5,900万円余り、職員手当が５億1,700万

円余り、共済費が２億5,500万円ほど、それ

からこれに退手組合負担金が出てくるわけで

すから、一定規模に大きいんですよね。ほん

で、やはり賃金で２億1,400万円というので

見てみましても、賃金部分が一般会計では前

年より700万円ほど増えてるわけね。そうい

うようなことをいろいろ考えてみると、正規

の職員を減らして賃金部分に置きかえたりし

ていってる、それから先ほども出ているよう

なシルバーに業務を委託する、そういうよう

に、そら業務によってはそういうことも必要

なことでありますから、何も否定しよるわけ

じゃないですけども、実際にはこれらで体制

が置きかわっていく部分を含めて要員体制と

いうのはこういうふうにやっていくんやと、

正規の職員で仕事ができてるわけじゃないん

だから、もともと、ね。だから、そこらを言

よんです。だから、安上がりにしてしまって

はまたやっぱりあかんということも含めて、

ほいで必要な職については、僕も前から言う

てますように、任用形態の異なる職員に正規

に勤めなくても時間を遅らせてそして就任で

きるような形のところは嘱託なんかできちっ

と業務を執行してもらうようなこといろいろ

考える必要はあると思いますけど、正規のと

ころで安上がりをしてはいけないというのは

これ常識やと思うんです。そこらを繰り返し

行われることについては対応が必要だと思う

んで尋ねよんです。 

 それから、先ほどのタクシーの件は、何

も、私は今声が上がってるから言よんです、

住民の中で。やっぱり年いったら、あんたら

若いからええわいなと、だけどもう実際に農

協でもやっぱりここへ寄るということは全然

利用せえへんでと、まあ自分のお金やから自

分で何とかしたいと思うけど、人に頼まなな

らん、息子に言わなあかん、また息子がおら

んかったら人に頼まなあかんと。そういうよ

うなことを含めて、それだけをしなさいと言

うために福祉タクシーせえとは言うてません

よ。だけど、火急のことがあったりいろいろ
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するときに、余り人に声をかけなくてもワン

メーター行ける、ワンメーター以上は自分で

負担しなさいというような制度ですわな。だ

から、そういうようなことをやってどれほど

お金がかかるんだろうと、太子町の場合。ひ

とり暮らしとかいろいろ条件ついてるわけや

から、そんなにかかるんだろうかなと思うん

です。だから、そういう面でいわゆる財政的

に逼迫しとんや言うてんなら、そういうこと

で言うてもらったら、ある一定の意味は分か

るけど。また、いわゆる所によっては隣の人

たちに応援をしてもらって、登録しといたよ

うなことが特区のような形で工夫されてると

ころも、ここでも言いましたけど、それぞれ

のとこで登録しといて隣の人が送るような形

でやってるところも出てきてる。このタクシ

ーに限定してるわけじゃないんですよ、私

は。そういう工夫をして足の確保をすべきで

ないかと思いますので、ちょっと工夫が要る

んではないかと言ってます。そういう点いか

がでしょう。 

 それから、先ほど龍野線のことで、よくご

存じのことで、それは知っとってんか分から

んけども、農免道路、あそこの、農免道路と

いうんかな、あの塚森のところの道路をつけ

たときもあれ下げたんですっておっしゃって

るんです、そこの人が。あれ下がってます

わ、確かに、幼稚園から南の全体に。だか

ら、それもいろいろあって、地域の人は下げ

てくれと言うて下げたんやとこういうふうに

おっしゃってて、ああなるほどこれもそうや

ったんやなということで説明を地元から聞い

たりしてますんで、それもきちっと参考にし

て協議して、本当に将来に悔いを残さんよう

にしてもらいたいと。こちらの、言うときま

すけど、バイパスでももともと平面交差やる

と言うたのを、あんだけ途中でやめて変更し

たんやから、だから変えられんことはないわ

けで、その辺を含めてよく協議してもらっ

て、地元の要求にこたえてほしいということ

で、今言われたとおりに取り組んでもろた結

果はそのとおりになると思うんで、ひとつよ

ろしく。 

○議長（熊谷直行） 助役。 

○助役（八幡儀則） いわゆる福祉タクシー

といいますかタクシー券を、ワンメーターそ

ういう高齢者宅にというようなことを、多分

たつの市は今されてるんだと思うんですが、

たしかこのコミバスを中止するときにもそう

いういろんな手法も考えたんですが、やはり

事業としてどっかに重点化してしていくとい

うようなところで、限られた予算の中で今現

時点では平成19年度の予算に反映してないと

いうことでございますので、理由といいます

か今までご説明申し上げたとおりでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 正規職員、嘱託

職員の区分けとしまして、正規職員がすべき

ものを嘱託職員にということによってのサー

ビスの低下が、落ちるといった形態の雇用は

少なくとも今はしてないつもりでおります。

正規職員の必要な部署については必ず正規職

員という形での配置を心がけてやっていきた

いと思っております。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第22号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり９人の委員

で構成する平成19年度一般会計予算委員会を

設置し、これに付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第22号は９人の委員で構成

する平成19年度一般会計予算委員会を設置

し、これに付託することに決定しました。 

 お諮りします。 
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 ただいま設置しました平成19年度一般会計

予算委員会の委員の選任については、委員会

条例第７条第１項の規定により、上山隆弘議

員、服部千秋議員、長谷川原司議員、中井政

喜議員、橋本恭子議員、花畑奈知子議員、佐

野芳彦議員、首藤亨議員、村田興亞議員、以

上９人を指名したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました９人

の議員を平成19年度一般会計予算委員会の委

員に選任することに決定いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後４時12分） 

（再開 午後４時12分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 この際、ご報告申し上げます。 

 休憩中に平成19年度一般会計予算委員会が

開催され、委員会条例第８条第２項の規定に

基づき、委員の互選により委員長に首藤亨議

員、副委員長に花畑奈知子議員が選出されま

したので、ご報告申し上げます。 

 以上で報告は終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会にしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は３月９日午前10時から再開し

ます。 

 なお、３月９日の本会議は、改めて開催通

知はいたしませんのでご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

 ご苦労さまでした。 

（延会 午後４時13分） 

 

 

 

 

 


